
享
保
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
広
域
支
配
と
大
名
預
所
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一
狭
山
藩
の
狭
山
池
預
所
を
事
例
に

島

本

多

敬

【
要
約
】
　
河
内
国
軍
山
雲
を
享
保
六
年
（
～
七
二
一
）
か
ら
預
所
と
し
た
狭
山
藩
北
条
氏
を
取
り
上
げ
、
治
水
の
局
面
に
お
い
て
、
享
保
期
の
所
領
錯
綜
地

域
・
上
方
に
お
け
る
幕
藩
領
主
の
支
配
形
態
を
、
大
名
預
所
と
幕
府
広
域
支
配
と
の
関
係
か
ら
検
討
し
た
。
一
八
世
紀
初
頭
に
至
る
幕
府
の
治
水
制
度
整

備
、
そ
し
て
、
地
域
に
お
け
る
狭
山
池
治
水
の
体
制
の
動
揺
を
契
機
と
し
て
、
狭
山
藩
は
池
の
水
防
強
化
を
目
的
に
掲
げ
て
狭
山
新
宿
の
支
配
を
願
い
出
た
。

大
坂
町
奉
行
所
は
、
池
の
保
全
と
狭
山
藩
陣
屋
周
辺
の
治
安
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
同
藩
の
主
張
を
支
持
し
た
。
ま
た
、
幕
府
中
央
は
、
狭
山
藩
の
能
力

を
利
用
し
た
治
水
の
強
化
と
河
川
支
配
の
政
務
負
担
軽
減
を
企
図
し
た
が
、
同
時
に
河
揖
支
配
の
「
公
共
的
扁
性
格
を
担
保
す
る
た
め
、
狭
山
池
全
体
を
同

藩
の
預
所
と
し
た
。
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
池
支
配
は
、
同
藩
に
と
っ
て
陣
屋
・
自
走
の
存
立
維
持
を
動
機
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
幕
府
に
と
っ
て

は
、
小
規
模
外
様
大
名
を
組
み
込
ん
だ
河
川
支
配
域
の
再
編
と
、
個
別
領
主
が
直
面
す
る
水
害
と
い
う
危
機
の
解
消
を
同
時
に
目
指
し
た
鋼
断
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
一
〇
〇
巻
二
号
　
一
【
O
［
七
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

近
世
の
上
方
八
か
国
（
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
・
山
城
・
大
和
・
近
江
・
丹
波
、
「
畿
内
・
近
国
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
は
、
大
坂
・
京
都
な
ど
幕

府
直
轄
都
市
を
擁
し
、
幕
領
の
ほ
か
旗
本
・
寺
社
・
公
家
領
、
小
規
模
藩
領
や
他
地
域
の
大
名
領
の
飛
地
、
比
較
的
集
約
さ
れ
た
譜
代
大
名
領

な
ど
が
錯
綜
し
て
い
た
。
ま
た
、
裁
判
・
警
察
権
・
経
済
政
策
な
ど
で
所
領
を
越
え
て
幕
府
の
関
与
が
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
上
方
地
域
の
支
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①

配
の
特
質
に
関
す
る
議
論
に
は
、
領
国
支
配
の
強
力
な
地
域
が
幕
末
期
ま
で
出
現
し
な
か
っ
た
と
す
る
「
非
領
国
」
論
、
対
し
て
、
都
市
大
坂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
申
心
に
、
幕
府
直
轄
的
性
格
を
も
つ
諸
所
領
と
譜
代
大
名
が
軍
事
的
戦
略
か
ら
配
置
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
幕
府
領
国
論
が
登
場
し
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

後
、
国
を
単
位
と
す
る
奉
行
所
支
配
に
よ
り
裁
判
・
行
政
が
実
効
的
に
行
わ
れ
た
点
を
評
価
す
る
「
支
配
国
」
論
が
提
起
さ
れ
、
幕
府
の
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
よ
る
行
政
を
国
制
史
的
に
位
置
づ
け
た
議
論
も
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
錯
綜
所
領
を
越
え
た
幕
府
に
よ
る
広
域
支
配
が
国
役
普
請
制
度
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

河
川
支
配
機
構
と
い
っ
た
治
水
の
事
例
を
中
心
に
分
析
さ
れ
、
幕
府
支
配
機
構
自
体
の
具
体
的
な
実
態
と
変
遷
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
一
方
、
管
轄
役
所
で
あ
る
京
都
・
大
坂
町
奉
行
所
の
指
揮
で
大
名
を
郡
別
に
巡
回
さ
せ
る
土
砂
留
制
度
の
分
析
を
端
緒
に
、
幕
府
の
奉
行
所

だ
け
で
な
く
譜
代
大
名
が
自
誓
を
越
え
て
上
方
全
体
に
お
よ
ぼ
し
た
広
域
支
配
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
済
・
軍
事
的
枢
要
地
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
幕
府
直
轄
都
市
に
譜
代
大
名
が
出
動
す
る
都
市
大
坂
の
防
衛
や
京
都
大
名
火
消
な
ど
が
分
析
さ
れ
、
治
水
や
消
防
と
い
っ
た
広
域
的
な
現
象

に
対
す
る
大
名
の
役
割
と
、
そ
れ
を
機
能
さ
せ
る
幕
藩
領
主
の
政
治
的
編
成
や
所
領
配
置
の
動
向
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
は
、
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

域
支
配
の
も
と
で
も
自
立
性
を
失
わ
な
か
っ
た
個
別
領
主
支
配
に
つ
い
て
も
、
譜
代
大
名
領
な
ど
を
事
例
に
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
う
し
た

研
究
に
よ
り
、
上
方
支
配
は
幕
府
と
個
別
領
主
の
二
項
対
立
で
は
な
く
、
幕
藩
領
主
に
よ
る
「
統
合
的
支
配
」
と
捉
え
ら
れ
る
統
治
が
行
わ
れ

て
お
り
、
ま
た
、
広
域
支
配
の
枠
組
み
（
制
度
・
所
領
配
置
）
が
幕
政
の
変
遷
を
経
て
享
保
期
ま
で
に
概
ね
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
踏
ま
え
た
と
き
、
上
方
の
広
域
支
配
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
の
が
大
名
預
所
で
あ
る
。
大
名
預
所
は
幕
領
支
配
を
近
隣
の
藩
に
委
任
す
る
全
国
的
に
み
ら
れ
る
支
配
形
態
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
制
度
的
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

遷
と
預
所
の
分
布
が
研
究
対
象
と
さ
れ
、
通
時
的
か
つ
体
系
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
上
方
以
外
の
個
別
地
域
を
対
象
と
し
た
大
名
預
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

支
配
の
経
緯
と
特
質
に
関
す
る
議
論
も
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
会
津
藩
南
山
預
所
の
事
例
を
分
析
し
た
丸
井
佳
寿
子
は
、
大
名
預
所

に
お
け
る
幕
府
と
藩
の
関
係
は
必
ず
し
も
対
抗
的
と
は
限
ら
ず
、
正
徳
期
に
一
度
廃
止
さ
れ
、
直
後
の
享
保
期
に
再
設
定
さ
れ
た
大
名
預
所
は

「
幕
府
と
諸
大
名
が
、
封
建
領
主
階
級
と
し
て
連
携
を
保
っ
て
対
農
民
政
策
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
段
階
の
支
配
形
態
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⑬

で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
所
領
錯
綜
地
域
の
覆
髄
支
配
に
統
治
能
力
を
有
す
る
藩
を
利
用
で
き
る
幕
府
側
、
そ
し
て
、
自
領
と

の
地
理
的
に
密
接
な
関
係
を
考
慮
し
た
政
策
を
展
開
で
き
る
藩
側
の
双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
支
配
形
態
と
し
て
、
享
保
期
以
降
の
大

名
預
所
が
運
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
上
方
の
大
名
預
所
に
つ
い
て
は
、
職
工
（
芝
村
）
藩
⊥
・
合
取
藩
の
預
所
に
対
す
る
年
貢
増
徴
策
や
高
槻
藩
の
一
八
世
紀
末
以
降
の
預
所
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
実
態
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
高
槻
藩
の
預
所
支
配
に
関
し
て
は
、
大
塩
事
件
や
幕
末
期
の
情
勢
不
安
を
背
景
と
し
て
、
同
藩
に
枚
方
宿
周
辺

や
能
勢
郡
な
ど
支
配
地
域
の
治
安
維
持
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
広
域
支
配
の
確

立
す
る
享
保
期
に
つ
い
て
、
大
名
預
所
を
広
域
支
配
に
位
置
づ
け
る
よ
う
な
視
角
を
も
っ
て
検
討
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
幕
藩
領
主
の

共
同
に
よ
る
上
方
の
広
域
支
配
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
、
大
名
預
所
研
究
を
広
域
支
配
論
と
交
差
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。　

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
享
保
期
の
上
方
に
お
け
る
大
名
預
所
に
つ
い
て
幕
府
広
域
支
配
と
の
関
係
か
ら
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当

該
期
の
所
領
錯
綜
地
域
に
お
け
る
支
配
形
態
と
そ
の
登
場
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
対
象
と
し
て
、
河
内
国
丹
南
郡
に
陣
屋
を
置
き
、
近

接
す
る
狭
山
池
を
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
か
ら
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
ま
で
大
名
預
所
と
し
て
支
配
し
た
狭
山
藩
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う

の
も
、
狭
山
池
の
支
配
は
治
水
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
治
水
は
先
述
の
よ
う
に
研
究
史
上
、
広
域
支
配
の
枠
組
み
お
よ
び
大
名
の
関

与
を
議
論
す
る
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
享
保
期
の
狭
山
藩
は
狭
山
池
の
上
流
部
に
お
い
て
、
先
述
の
土
砂
留
制
度
と
は
独
自
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

土
砂
改
を
行
っ
て
い
た
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
砂
改
は
、
そ
の
後
の
新
出
史
料
か
ら
、
同
藩
が
発
案
し
幕
府
勘
定
所
が
許
可
し
た
大

名
預
所
と
し
て
の
政
策
で
あ
り
、
当
該
地
域
の
土
砂
留
を
監
督
す
る
大
坂
町
奉
行
所
や
担
当
大
名
の
岸
和
田
藩
と
の
折
衝
を
通
じ
て
実
現
し
た

・
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
土
砂
改
を
、
狭
山
池
が
狭
山
藩
の
預
所
と
な
っ
た
経
緯
と
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
治
水
と
い
う
広

域
支
配
の
中
で
、
大
名
預
所
の
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
池
支
配
に
つ
い
て
『
狭
山
町
史
』
は
、
享
保
改
革
に
お
け
る
地
方
支
配
・
農
政
の
強
化
と
い
う
動
向
の
も
と
、
幕
府
か
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⑱

ら
狭
山
藩
に
池
の
支
配
が
委
任
さ
れ
た
と
評
価
し
、
山
口
隠
夫
は
、
狭
山
藩
の
狭
山
池
支
配
の
背
景
に
、
池
の
管
理
に
携
わ
る
諸
集
団
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

立
・
私
領
の
普
請
費
用
負
担
の
増
加
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
両
者
の
議
論
は
、
狭
山
池
支
配
が
大
名
預
所
制
度
に
基

づ
く
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
近
年
研
究
が
進
展
し
て
き
た
～
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
上
方
治
水
の
動
向
に
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

づ
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
上
方
地
域
お
よ
び
狭
山
池
の
支
配
・
治
水
に
つ
い
て
概
観
し
、
狭
山
藩
の
大
名
預
所
成
立
以
前
の
状
況
を
確
認
す
る
。
第
二

章
で
は
、
享
保
三
年
か
ら
同
六
年
の
狭
山
池
大
名
預
所
設
定
に
至
る
ま
で
の
狭
山
藩
の
動
き
と
、
大
坂
町
奉
行
所
お
よ
び
幕
府
中
央
（
老
中
・

勘
定
所
）
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
の
論
理
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
池
の
治
水
政
策
を
検
討
し
、
幕
府
上
方
治
水

と
の
関
係
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
安
岡
重
明
「
畿
内
に
お
け
る
封
建
制
の
構
造
」
『
日
本
封
建
経
済
政
策
史
論

　
m
増
補
版
〕
』
晃
洋
書
房
、
一
九
八
五
年
、
～
〇
九
－
一
四
二
頁
（
初
出
～
九
五

　
九
年
）
。

②
八
木
哲
浩
「
大
坂
周
辺
の
所
領
引
腰
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴
史
歴
壬
二
～
、
　

　
九
六
七
年
、
ニ
ー
一
二
頁
。

③
藪
田
貫
「
門
摂
河
支
配
国
」
論
－
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
と
構
成
1
」

　
『
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
㎏
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
三
－
二
二

　
一
頁
（
初
出
一
九
八
○
年
）
。

④
水
本
邦
彦
「
畿
内
・
近
国
社
会
と
近
世
的
国
制
扁
『
近
世
の
郷
村
自
治
と
行
政
』

　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、
二
六
七
⊥
二
〇
一
頁
。

⑤
村
田
路
人
『
近
世
広
域
支
配
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
。
岡

　
「
享
保
の
国
分
け
と
京
都
・
大
坂
町
奉
行
の
代
官
支
配
」
大
阪
大
学
文
学
部
B
本

　
史
研
究
室
編
『
近
世
近
代
の
地
域
と
権
力
㎞
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
、
三
二

　
五
⊥
二
四
一
頁
。

⑥
朝
尾
直
弘
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
客
一
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
三
　

　
三
…
三
六
七
頁
（
初
出
一
九
六
七
年
）
。
藤
井
譲
治
コ
尽
都
町
奉
行
の
成
立
過
程
」

　
京
都
町
触
研
究
会
編
欄
京
都
町
触
の
研
究
臨
岩
波
害
店
、
一
九
九
六
年
、
＝
二
五

　
－
～
六
七
頁
。
村
田
路
人
「
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
再
編
」
大
石
学
編
魍
享
保
改

　
革
と
社
会
変
容
㎞
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
Ω
二
年
、
＝
一
〇
－
　
四
六
頁
。
小
倉
宗

　
『
江
戸
幕
府
上
方
支
配
機
構
の
研
究
蝕
塙
書
房
、
二
〇
＝
年
。

⑦
水
本
邦
彦
「
土
砂
留
役
人
と
農
民
」
『
近
世
の
村
社
会
と
国
家
暁
東
京
大
学
出

　
版
会
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
一
二
七
三
頁
（
黒
影
［
九
八
｝
年
、
以
下
、
水
本

　
論
文
A
）
。
同
「
近
世
の
奉
行
と
領
主
－
畿
内
・
近
国
土
砂
留
制
度
に
お
け
る

　
1
偏
註
④
水
本
著
書
、
二
一
一
五
⊥
一
六
六
頁
（
以
下
、
水
本
論
文
B
）
。

⑧
岩
城
卓
二
「
幕
府
畿
内
・
近
国
支
配
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
役
割
一
摂
津
国

　
尼
崎
藩
と
和
泉
国
辱
和
田
藩
を
中
心
に
一
」
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』

　
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
四
－
一
二
九
頁
（
初
出
一
九
九
八
年
）
。
横

　
田
冬
彦
「
「
非
領
国
」
に
お
け
る
譜
代
大
名
」
『
地
域
史
研
究
㎞
二
九
⊥
一
、
二
〇

　
〇
〇
年
、
四
六
－
七
三
頁
。
藤
本
仁
文
「
近
世
京
都
大
名
火
消
の
基
礎
的
考
察
」

　
㎎
史
林
㎞
八
八
一
二
、
二
〇
〇
五
年
、
三
四
－
六
八
買
。
詞
「
近
世
上
方
幕
府
直
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轄
都
市
と
譜
代
藩
」
『
史
林
』
九
五
－
一
、
二
〇
～
二
年
、
一
四
〇
－
一
七
七
頁
。

⑨
岩
城
卓
二
「
町
奉
行
所
広
域
支
配
と
尼
崎
藩
扁
註
⑧
岩
城
著
書
、
［
四
八
⊥
｝

　
一
六
頁
。
同
「
尼
崎
藩
に
お
け
る
大
坂
町
触
通
達
」
塚
田
手
編
糊
近
世
大
坂
の
法

　
と
社
会
晒
蝋
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
…
九
五
－
二
二
九
頁
。

⑩
大
澤
元
太
郎
「
近
世
の
預
飯
に
就
い
て
1
江
戸
幕
領
の
特
殊
棺
－
扁
『
歴

　
史
地
理
漏
七
七
⊥
一
、
一
九
四
一
年
、
　
｝
七
…
四
六
頁
。
渡
辺
清
助
「
徳
川
幕
府

　
の
望
地
に
つ
い
て
」
『
法
政
史
学
愚
　
【
一
、
一
九
五
八
年
、
六
九
－
七
七
頁
。
北

　
島
正
元
『
江
戸
無
碍
の
権
力
構
造
騙
岩
波
書
店
、
　
九
六
論
叢
、
三
三
〇
⊥
一
一
三

　
二
頁
。

⑪
服
藤
弘
司
騨
大
名
預
所
の
研
究
臨
構
文
社
、
一
九
八
一
年
。

⑫
例
え
ば
、
山
田
千
宏
「
近
世
大
名
預
所
の
性
格
に
つ
い
て
一
松
本
藩
預
所
の

　
成
立
を
通
じ
て
一
」
『
儒
濃
』
三
一
－
一
二
、
一
九
七
九
年
、
　
＝
二
〇
1
一

　
＝
二
八
頁
。
罰
「
天
保
・
弘
化
期
の
松
本
藩
預
所
」
『
信
濃
隔
三
四
－
九
、
【
九

　
八
二
年
、
六
九
〇
－
七
〇
四
頁
。
濱
岡
伸
也
「
近
世
後
期
に
お
け
る
大
名
預
所
の

　
考
察
－
能
登
預
所
の
変
遷
を
中
心
と
し
て
一
」
『
龍
谷
史
壇
幅
劃
一
・
八
二
、

　
一
九
八
三
年
、
一
五
一
一
－
一
七
〇
頁
。
丸
井
佳
寿
子
「
雲
隠
幕
藩
体
制
下
の
大
名

　
預
所
に
つ
い
て
一
会
津
藩
南
由
蔵
入
地
第
一
回
預
り
支
配
を
【
事
例
と
し
て

　
i
」
『
日
本
歴
史
㎞
四
四
五
、
一
九
八
五
年
、
一
！
一
八
頁
。
岸
本
覚
「
幕

　
末
・
維
新
期
に
お
け
る
松
江
藩
と
隠
岐
預
擁
の
基
礎
的
研
究
」
隅
東
京
大
学
史
料

　
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、
二
〇
＝
二
年
、
八
九
－
一
〇
六
頁
な
ど
。

⑬
丸
井
佳
寿
子
「
近
世
中
期
の
大
名
預
所
に
つ
い
て
一
会
津
藩
南
山
蔵
入
地
第

　
二
隆
・
第
三
圓
預
り
支
配
を
主
た
る
素
材
と
し
て
一
」
小
林
清
治
先
生
還
暦
記

　
念
傾
慕
『
福
島
地
方
史
の
展
開
㎞
小
林
清
治
先
生
還
暦
記
念
会
、
一
九
八
五
年
、

　
三
三
一
二
二
五
三
頁
。

⑭
谷
山
正
道
「
寛
政
改
革
と
農
民
闘
争
〈
序
説
＞
1
大
和
高
取
藩
の
預
所
支
配

　
と
「
白
川
扁
訴
願
－
扁
『
近
世
民
衆
運
動
の
展
開
幅
高
科
書
院
、
【
九
九
四
年
、

　
～
八
一
⊥
｝
〇
五
頁
（
初
繊
一
九
七
六
年
）
。
同
「
享
保
改
革
の
年
貢
増
徴
政
策

　
と
大
和
国
幕
領
農
村
」
谷
由
上
掲
書
、
三
－
五
〇
頁
（
初
出
一
九
八
四
年
）
。

⑮
馬
部
隆
弘
「
枚
方
宿
と
そ
の
綱
辺
の
高
槻
藩
預
所
支
配
－
触
の
廻
達
を
中
心

　
に
i
」
『
ま
ん
だ
軸
八
七
、
二
〇
〇
六
年
、
三
】
一
－
三
七
頁
。
立
野
康
志
郎

　
「
高
槻
藩
の
預
藤
支
配
と
天
保
改
革
」
『
枚
方
市
史
年
報
隔
一
二
、
二
〇
〇
九
年
、

　
～
五
⊥
二
九
頁
。

⑯
註
⑦
水
本
論
文
B
。

⑰
　
島
本
多
敬
「
池
現
田
中
家
文
書
「
河
州
狭
山
池
水
掛
り
口
州
流
土
砂
改
之
義
二

　
付
鈴
木
飛
騨
守
殿
弁
岡
部
内
膳
正
殿
家
来
江
蘇
答
之
拍
」
」
『
洛
北
史
学
騙
　
一
八
、

　
二
〇
【
六
年
、
九
〇
…
一
〇
七
頁
。

⑱
　
　
『
狭
山
町
史
　
第
一
巻
』
狭
山
町
役
場
、
一
九
六
七
年
、
四
四
八
…
四
五
二
頁

　
（
福
島
雅
蔵
執
筆
）
。

⑲
山
口
雇
夫
「
狭
山
町
の
狭
山
池
支
配
」
狭
山
池
調
査
事
務
所
編
『
狭
山
池
論

　
雌
ぢ
編
齢
狭
由
池
調
査
事
務
所
、
　
一
九
九
九
年
、
　
七
五
－
九
よ
ハ
百
日
。

⑳
村
田
路
入
「
　
七
世
紀
摂
津
・
河
内
に
お
け
る
治
水
政
策
と
堤
外
地
土
地
利
用

　
規
制
」
噸
枚
方
市
史
年
報
臨
一
一
、
二
〇
〇
八
年
、
一
－
一
四
頁
（
以
下
、
村
田

　
論
文
A
）
。
同
「
堤
外
地
政
策
か
ら
み
た
元
禄
・
宝
永
期
に
お
け
る
二
河
治
水
政

　
策
の
互
換
」
『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
臨
五
〇
、
二
〇
一
〇
年
、
　
【

　
⊥
一
六
頁
（
以
下
、
村
田
論
文
B
）
。
同
「
享
保
初
年
に
お
け
る
幕
府
派
遣
役
人

　
の
上
方
耀
筋
見
分
・
普
請
と
堤
外
地
政
策
」
『
枚
方
市
史
年
報
㎞
　
一
三
、
二
〇
一

　
〇
年
、
一
⊥
一
六
頁
（
以
下
、
村
田
論
文
C
）
。
同
「
享
保
改
革
期
に
お
け
る
京

　
都
代
官
玉
虫
左
兵
衛
の
堤
外
地
開
発
事
業
」
『
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀

　
要
㎞
　
一
二
、
二
〇
｝
一
年
、
…
1
一
九
頁
（
以
下
、
村
田
論
文
D
）
。
同
「
吉
宗

　
の
政
治
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
十
工
巻
近
世
三
輪
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四

　
年
、
一
一
三
四
頁
（
以
下
、
村
田
論
文
E
）
。
谷
山
正
道
門
転
換
期
の
幕
政
と
艮

　
衆
一
享
保
改
革
期
の
新
田
開
発
政
策
を
め
ぐ
っ
て
一
」
隅
臼
本
文
化
史
研
究
臨

　
四
二
、
二
〇
＝
一
年
、
二
三
－
四
三
頁
Q
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第
［
章
　
幕
府
の
支
配
・
治
水
と
狭
山
池

第
一
節
　
治
水
に
関
す
る
広
域
支
配
と
大
名
預
所
綱
度
の
概
要

　
享
保
期
に
お
け
る
支
配
形
態
の
変
化
を
述
べ
る
前
提
と
し
て
、

し
て
お
き
た
い
。

幕
府
の
治
水
に
関
わ
る
広
域
支
配
、
そ
し
て
大
名
預
所
制
度
の
変
遷
を
説
明

享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本）

　
（
…
）
河
川
支
配
機
構

　
上
方
に
お
い
て
は
、
各
所
領
を
横
断
し
て
流
れ
る
河
川
を
幕
府
が
広
域
的
に
支
配
し
、
治
水
に
関
す
る
業
務
を
担
っ
た
。
摂
津
・
河
内
に
お

い
て
は
堤
奉
行
が
置
か
れ
、
国
役
普
請
（
後
述
）
の
指
揮
・
監
督
や
国
役
堤
の
保
全
、
中
小
諸
河
川
・
溜
池
の
普
請
所
見
分
、
樋
普
請
の
許
可
、

川
中
仕
置
（
河
川
内
の
土
砂
堆
積
地
や
流
作
の
管
理
）
な
ど
を
管
掌
し
た
。
寛
永
八
年
（
～
六
三
～
）
に
は
堤
奉
行
に
相
当
す
る
代
官
の
存
在
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
堤
奉
行
の
職
務
内
容
は
時
期
に
よ
り
若
干
の
変
動
が
あ
る
も
の
の
幕
末
ま
で
存
続
し
、
原
則
と
し
て
大
坂
代
官
が
兼
任
し
て

い
た
。
享
保
七
年
（
一
七
二
一
一
）
ま
で
は
、
上
方
八
か
国
の
水
論
・
山
論
・
境
論
は
上
方
八
か
国
代
官
を
統
括
し
当
該
地
域
の
広
域
支
配
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

有
す
る
京
都
町
奉
行
所
が
担
当
し
て
お
り
、
そ
の
検
使
と
し
て
堤
奉
行
で
あ
る
代
官
が
水
論
の
論
所
に
派
遣
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。
同
八
年
、

京
都
町
奉
行
所
の
広
域
支
配
権
の
う
ち
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
播
磨
が
大
坂
町
奉
行
所
に
移
さ
れ
、
論
所
裁
判
権
・
検
使
派
遣
の
権
限
も
合
わ

　
　
　
　
　
　
②

せ
て
移
管
さ
れ
た
。

　
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
、
幕
府
中
央
か
ら
の
命
を
受
け
た
大
坂
町
奉
行
所
は
川
奉
行
を
設
置
し
、
四
名
の
養
方
与
力
ら
に
淀
川
筋
の
川
申
仕

置
な
ど
河
川
管
理
を
担
当
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
同
年
淀
川
筋
の
河
川
支
配
が
大
坂
町
奉
行
所
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
宝

永
元
年
（
　
七
〇
四
）
、
大
和
川
が
新
河
道
に
付
け
替
え
ら
れ
、
大
坂
で
は
な
く
堺
の
北
に
向
か
っ
て
西
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
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土
砂
堆
積
を
避
け
水
行
が
良
く
な
る
と
の
見
通
し
か
ら
～
界
川
奉
行
は
廃
止
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

年
に
川
奉
行
が
再
度
設
置
さ
れ
幕
末
ま
で
存
続
し
た
。

し
か
し
、
川
中
仕
置
の
必
要
性
は
な
く
な
ら
ず
、
同
七
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（
一
㎜
）
　
国
役
普
講
制
度

　
淀
川
筋
の
よ
う
な
大
河
川
で
は
、
大
規
模
な
堤
防
普
請
を
一
括
的
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
、
摂
津
・
河
内
に

お
い
て
、
国
単
位
で
村
々
に
高
割
り
で
人
足
を
賦
課
す
る
国
役
普
請
入
足
役
が
毎
年
定
例
化
し
（
摂
河
国
役
普
請
制
度
）
、
淀
川
・
大
和
川
な
ど

国
役
普
請
対
象
河
川
の
大
規
模
な
改
修
を
継
続
的
に
実
施
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。
享
保
七
年
に
は
賦
課
対
象
を
五
畿
内
に
拡
大
し
、
幕

府
が
普
請
費
用
の
一
〇
分
の
一
を
拠
出
し
、
村
々
に
は
人
足
で
は
な
く
費
用
残
額
を
賦
課
す
る
畿
内
国
役
普
請
制
度
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
り
、
費
用
の
増
大
に
対
応
で
き
る
治
水
体
制
へ
と
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
（
三
）
土
砂
留
制
度

　
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
以
来
、
淀
川
筋
上
流
域
に
対
し
、
木
の
根
の
掘
り
取
り
や
新
田
開
発
の
禁
止
な
ど
の
内
容
を
も
つ
土
砂
留
令
が
出

さ
れ
て
い
た
。
貞
享
元
年
か
ら
は
、
上
方
周
辺
に
所
領
の
あ
る
大
名
ら
を
淀
川
筋
周
辺
の
声
量
に
割
り
当
て
、
そ
の
郡
に
お
い
て
得
々
に
砂
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

工
事
・
管
理
を
指
示
し
監
督
さ
せ
る
土
砂
留
制
度
が
実
施
さ
れ
た
。
土
砂
留
許
与
大
名
へ
の
指
揮
は
、
制
度
発
足
当
初
は
京
都
町
奉
行
所
が
担

当
し
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
以
降
、
摂
津
・
河
内
は
大
坂
町
奉
行
所
の
管
轄
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
先
述
の
川
筋
支
配
の
範
囲
変
更
に
合

わ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
淀
川
筋
の
河
川
支
配
と
治
水
政
策
は
次
第
に
制
度
的
に
整
備
・
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
性
格
は
、
寛
文
・
貞
享
・
元
禄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

期
に
実
施
さ
れ
た
淀
川
筋
の
河
川
整
備
事
業
に
よ
る
改
修
工
事
と
と
も
に
、
下
流
に
位
置
す
る
幕
府
直
轄
都
市
大
坂
の
舟
運
・
流
通
機
能
の
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

持
を
目
的
と
し
て
い
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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（
四
）
　
大
　
名
　
預
　
所

　
大
名
預
所
は
幕
府
代
官
に
代
わ
っ
て
大
名
に
幕
領
を
支
配
さ
せ
る
制
度
で
、
年
貢
は
幕
府
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ロ
米
は
支
配
す
る

大
名
の
収
入
と
な
っ
た
。
寛
永
か
ら
寛
文
期
に
は
、
大
名
の
頻
繁
な
転
封
に
伴
い
遠
隔
地
の
一
地
域
な
ど
で
生
じ
た
幕
府
領
を
近
隣
の
藩
に
預

け
る
と
い
う
タ
イ
プ
が
主
流
で
あ
っ
た
。
貞
享
か
ら
元
禄
期
に
は
、
幕
府
の
財
政
難
を
背
景
に
、
諸
大
名
か
ら
の
自
発
的
な
返
納
と
い
う
形
式

を
と
っ
て
大
部
分
の
預
所
を
返
上
さ
せ
直
轄
地
と
し
た
。
元
禄
九
年
か
ら
宝
永
七
年
に
は
再
度
大
名
預
所
が
設
定
さ
れ
た
が
、
正
徳
二
年
（
～

七
～
二
）
に
は
全
廃
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
全
廃
は
、
将
軍
権
威
の
確
立
を
量
的
と
し
て
、
幕
領
を
全
て
直
轄
支
配
に
置
い
て
直
領
支
配
の
構
造

を
純
化
さ
せ
、
直
轄
化
に
よ
る
幕
府
の
収
入
確
保
、
そ
し
て
代
官
職
の
創
出
に
よ
る
旗
本
・
御
家
人
の
窮
乏
打
開
を
目
指
し
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
享
保
改
革
に
お
い
て
地
方
支
配
の
刷
新
・
強
化
を
目
的
に
、
享
保
四
年
以
降
、
各
地
で
大
名
預
所
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
た
。
そ
れ
以
後
、
寛
政
改
革
の
時
期
な
ど
に
い
く
つ
か
改
変
が
な
さ
れ
た
も
の
の
、
制
度
と
し
て
は
幕
末
ま
で
存
続
し
た
。
こ
の
享
保
期
に

お
け
る
制
度
復
活
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
狭
山
藩
の
事
例
を
検
討
す
る
際
に
改
め
て
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
大
名
預
所
制
度
の
変
化
は
、
時
期
に
よ
る
幕
政
の
課
題
に
応
じ
て
、
財
政
上
の
問
題
や
幕
領
支
配
を
大
名
に
委
ね
る
こ
と
の
是
非
・
有
効
性

が
そ
の
都
度
問
い
直
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
二
節
　
正
徳
期
以
前
の
狭
山
池
治
水

　
狭
山
池
は
七
世
紀
初
頭
に
築
造
さ
れ
た
溜
池
で
、
河
内
国
丹
南
郡
に
位
置
す
る
（
図
1
）
。
慶
長
一
三
年
（
　
六
〇
八
）
の
片
桐
且
元
指
揮
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

さ
れ
る
改
修
（
以
下
、
慶
長
改
修
）
に
よ
り
、
現
在
と
ほ
ぼ
同
等
の
規
模
・
構
造
が
成
立
し
た
。
南
か
ら
流
れ
る
天
野
川
（
以
西
除
川
）
・
今
熊
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
げ

（
現
三
津
屋
川
）
と
い
う
二
つ
の
河
川
を
受
け
て
貯
水
し
、
樋
か
ら
下
流
の
よ
り
小
規
模
な
溜
池
へ
送
水
す
る
と
と
も
に
、
余
水
は
東
除
・
西

除
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
余
水
吐
か
ら
東
悪
習
・
西
押
蓋
を
そ
れ
ぞ
れ
北
へ
と
流
れ
る
。
池
か
ら
の
水
は
、
大
和
川
付
け
替
え
以
前
は
平
野
川
を

通
じ
て
大
坂
城
北
側
の
大
川
へ
、
そ
れ
以
後
は
新
大
和
川
へ
流
れ
込
ん
で
い
た
。
規
模
と
構
造
は
一
村
レ
ベ
ル
の
溜
池
と
は
異
な
り
、
大
規
模
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　　　　　　　　　　　　　図1　狭山池とその周辺

陸地測量部明治18年測圭言を・詞20年製版仮製工万分一地形國「狭山」に加筆。

地名は行論に関わるもののみ示した。
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な
河
川
に
類
似
す
る
性
格
の
池
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
幕
府
の
狭
山
池
支
配
・
管
理
に
つ
い
て
、
元
和
・
寛
永
期
は
小
堀
政
一
、
そ
れ
以
後
は
水
掛
り
村
や
そ
の
近
隣
を
支
配
す
る
幕
府
代
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

お
よ
び
堤
奉
行
が
、
池
の
普
請
奉
行
を
担
っ
た
。
ま
た
、
大
坂
町
奉
行
所
川
方
与
力
が
東
今
川
・
西
旭
川
の
川
中
仕
置
を
担
当
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
地
域
で
の
池
の
管
理
に
は
、
池
守
・
樋
役
人
・
水
下
惣
代
が
関
与
し
た
。
池
守
は
狭
山
池
の
北
に
位
置
す
る
池
尻
村
（
幕
末
ま
で
狭
山
藩
領
）

に
居
住
し
、
慶
長
改
修
の
下
奉
行
の
一
人
、
池
尻
孫
左
衛
門
の
末
喬
と
の
由
緒
を
も
つ
百
姓
田
中
氏
が
幕
府
に
認
め
ら
れ
て
世
襲
し
、
幕
府
と

の
折
衝
や
幕
府
か
ら
水
下
村
々
へ
の
触
の
図
達
、
池
と
配
水
の
管
理
を
総
括
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
水
下
村
々
か
ら
は
毎
年
惣
高
【
○
○
石
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
き
四
升
の
給
米
を
得
て
い
た
。

　
樋
役
人
は
慶
長
改
修
時
に
周
辺
村
落
か
ら
召
集
さ
れ
て
池
北
辺
の
狭
山
浦
宿
（
新
町
）
に
居
住
し
た
と
の
由
緒
を
も
ち
、
池
守
の
指
揮
の
も

と
で
池
の
資
材
盗
難
な
ど
に
対
す
る
監
視
、
樋
の
開
閉
作
業
に
従
事
す
る
役
を
請
け
負
う
こ
と
で
屋
敷
地
を
除
地
と
さ
れ
た
百
姓
で
あ
る
。
狭

山
薪
宿
に
は
除
地
三
七
軒
分
が
設
定
さ
れ
、
池
の
北
東
の
三
〇
軒
は
現
在
の
下
高
野
街
道
を
挟
ん
で
南
北
に
分
か
れ
、
北
側
が
池
尻
村
領
内
、

南
側
が
半
田
村
領
内
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
支
配
は
後
述
の
一
時
期
を
除
い
て
幕
府
の
も
と
に
置
か
れ
た
。
元
来
大
坂
町
奉
行
の
直
接
支

配
で
あ
っ
た
が
、
遠
方
ゆ
え
触
の
回
達
漏
れ
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
明
暦
元
年
（
＝
ハ
五
五
）
六
月
か
ら
代
官
今
井
兼
続
の
預

　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
り
支
配
と
な
っ
た
。
寛
文
六
年
（
～
六
六
六
）
に
は
当
時
の
大
坂
町
奉
行
が
江
戸
に
伺
い
、
正
式
に
幕
府
代
官
支
配
と
さ
れ
た
。
以
後
、
樋

役
人
支
配
は
隣
接
す
る
幕
軍
半
田
村
の
支
配
代
官
に
附
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
狭
山
池
・
狭
山
新
宿
・
半
田
村
・
池
尻
村
の
支
配
の

変
遷
は
表
！
の
通
り
で
あ
る
。

　
水
下
惣
代
は
用
水
利
用
・
改
修
に
か
か
る
利
害
調
整
過
程
で
水
下
村
々
の
間
で
形
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
そ
の
存
在

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
水
下
村
々
か
ら
領
主
毎
に
選
出
さ
れ
、
計
一
〇
数
名
で
、
村
々
同
士
で
の
用
水
差
配
や
池
の
普
請
に
お
け
る
幕
府
・
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

主
と
の
交
渉
を
担
っ
て
い
た
。
古
来
よ
り
水
割
符
帳
を
も
と
に
離
々
へ
の
配
水
を
所
管
し
て
き
た
池
守
と
の
間
で
、
水
利
の
利
害
調
整
の
主
導

権
・
地
位
を
め
ぐ
り
、
近
世
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
争
い
が
生
じ
て
い
た
。
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　表1　狭山池周辺における支配の変遷

狭山池 s南口山新室、。》i半田村池尻村

幕麿代官

　大坂町奉行

幕府代官預かり

　　1655．6一

幕二代宮1666～

堤奉行

／幕府代官

照越藩ユ7儀捻ん

幕府代窟

1616頃～

　　　　　　幕府代官1721．320～

魑畏騨三者物

年

働
　
　
㈹
　
㎝
　
㎜
　
㎜
　
㎜
　
㎜
　
陶
　
励

1
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1

　
狭
山
池
の
治
水
を
め
ぐ
る
状
況
を
見
て
お
こ
う
。
大
和
川
な
ど
上
方
の

諸
河
川
と
共
通
し
て
、
延
宝
期
頃
か
ら
、
上
流
域
の
山
地
開
発
・
山
林
伐

採
が
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
上
流
の
天
野
川
・
今
熊
川
か
ら
の
洪
水
・
土

砂
流
入
が
加
速
し
た
。
そ
の
結
果
、
池
の
西
除
・
北
堤
へ
の
被
害
、
池
底

へ
の
土
砂
堆
積
が
顕
著
に
な
っ
た
。
池
底
の
上
昇
は
、
貯
水
量
の
減
少
や

洪
水
時
に
短
時
間
で
満
水
と
な
る
状
況
を
も
た
ら
し
、
池
の
管
理
上
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

き
な
問
題
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
狭
山
池
の
改
修
は
、
淀
川
筋
と
は
異
な
り
国
役
普
請
の
対
象
で
は
な
か

っ
た
。
近
世
初
期
の
普
請
費
用
は
幕
府
が
全
額
支
出
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
が
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
西
除
改
修
以
降
は
幕
府
が
費
用
を
立

て
替
え
る
よ
う
に
な
り
、
同
年
の
改
修
で
は
全
村
々
に
水
高
に
応
じ
た
額

が
賦
課
さ
れ
た
。
翌
四
年
の
西
除
改
修
で
は
、
私
領
幽
々
の
み
水
高
に
応

じ
た
賦
課
額
を
一
〇
か
年
賦
で
返
納
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
元
禄
七
年

の
西
除
改
修
の
場
合
、
幕
領
轟
々
に
つ
い
て
は
賦
課
額
の
三
分
の
二
を
幕

府
が
負
担
し
残
額
を
返
納
す
る
よ
う
求
め
、
私
領
村
々
は
幕
府
の
負
担
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
く
そ
の
ま
ま
一
〇
か
年
賦
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
賦
課
額
は
、

費
用
全
体
の
半
額
を
幕
府
負
担
と
し
、
残
り
を
水
高
に
応
じ
て
負
担
し
た

い
と
い
う
村
々
の
提
案
を
堤
奉
行
が
退
け
た
も
の
で
あ
り
、
幕
府
の
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

負
担
軽
減
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
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享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本）

　
宝
永
元
年
の
大
和
川
付
け
替
え
に
よ
っ
て
、
狭
山
池
灌
概
域
に
あ
っ
た
幕
無
の
多
く
は
大
和
川
以
北
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

宝
永
元
年
一
二
月
、
正
徳
元
年
～
二
月
に
は
、
大
和
川
以
南
の
丹
南
・
丹
北
・
八
上
郡
内
に
谷
村
藩
（
川
越
藩
）
秋
元
氏
の
加
増
地
が
多
数
設

定
さ
れ
た
。
当
時
の
藩
主
秋
元
喬
知
は
元
禄
＝
一
年
一
〇
月
か
ら
老
中
の
職
に
あ
り
、
宝
永
元
年
の
加
増
は
、
前
年
発
生
の
大
地
震
に
よ
る
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

損
箇
所
の
普
請
奉
行
を
務
め
た
褒
賞
と
し
て
、
右
の
三
郡
に
一
万
石
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
河
内
国
の
所
領
配
置
上
の
性
格
ゆ
え
に
、
幕
領
か

ら
の
切
り
替
え
を
含
む
加
増
地
が
設
定
さ
れ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
同
年
の
加
増
時
に
は
半
田
村
も
川
越
藩
領
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
狭
山

新
宿
も
同
量
の
支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
和
川
付
け
替
え
と
秋
元
氏
領
設
置
に
よ
っ
て
、
水
下
村
々
に
占
め
る
盤
領
の
割
合
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

元
禄
七
年
の
六
四
・
七
％
か
ら
、
享
保
四
年
に
は
わ
ず
か
五
・
三
％
と
大
き
く
減
少
し
、
狭
山
池
面
接
域
内
に
占
め
る
川
越
藩
領
の
比
率
は
上

昇
し
た
。

　
こ
う
し
た
変
化
は
、
狭
山
池
治
水
と
瀧
正
心
の
角
々
の
負
担
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
。
正
徳
六
年
の
洪
水
と
そ
の
被
害
箇
所
の
改
修
に

つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
時
期
は
や
や
下
る
が
、
享
保
七
年
に
狭
山
藩
役
人
か
ら
水
下
村
々
に
出
さ
れ
た
「
覚
」
に
は
「
享
保
元
丙
申
年
六
月

廿
日
洪
水
二
而
、
西
臨
監
大
破
二
世
修
覆
普
請
之
儀
、
大
坂
堤
御
奉
行
江
前
格
を
以
相
擁
候
処
、
国
役
外
者
御
支
配
離
候
由
二
而
御
取
上
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
付
、
大
坂
京
都
御
奉
行
所
歩
出
書
髭
以
右
普
請
経
三
年
遅
滞
水
下
及
難
儀
候
事
」
と
あ
る
。
享
保
元
年
（
正
徳
六
年
）
六
月
二
〇
日
の
洪
水

で
西
除
が
破
損
し
た
た
め
、
前
例
に
な
ら
い
堤
奉
行
へ
普
請
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
国
役
堤
以
外
の
支
配
を
離
れ
た
た
め
取
り
扱
え
な
い
と
さ

⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
、
大
坂
・
京
都
町
奉
行
所
へ
の
交
渉
を
経
て
同
四
年
に
普
請
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
改
修
の
費
用
は
「
御
領
ハ
不
残
練
革
下
、
私
領
制
御

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
頭
様
よ
り
被
網
下
落
」
と
あ
り
、
孝
恩
綿
々
に
は
幕
府
か
ら
、
私
領
野
々
に
は
各
領
主
か
ら
給
付
ま
た
は
貸
与
が
な
さ
れ
た
。
国
役
普
請
対

象
河
川
と
の
取
り
扱
い
の
違
い
を
明
確
化
さ
せ
た
狭
由
池
支
配
の
改
変
は
、
池
の
改
修
に
影
響
を
与
え
て
い
た
。
ま
た
、
灌
概
域
の
所
領
の
割

合
変
化
は
、
水
高
瀬
に
よ
る
費
用
負
担
を
採
用
す
る
隈
り
、
幕
領
村
塾
の
負
担
を
ま
か
な
っ
た
と
し
て
も
幕
府
の
拠
出
額
が
少
な
く
済
み
、
費

用
負
担
が
私
領
主
に
転
嫁
さ
れ
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
。
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①
村
田
路
人
「
河
川
支
配
機
構
」
は
じ
め
に
註
⑥
村
田
著
書
、
｝
七
一
土
6
九

　
頁
（
初
出
一
九
七
九
年
）
。

②
　
は
じ
め
に
註
⑥
村
田
論
文
。

③
　
註
①
村
田
論
文
。

④
　
村
田
路
人
「
国
役
普
請
制
度
の
展
開
」
は
じ
め
に
註
⑤
村
田
著
書
、
～
〇
六
－

　
一
七
〇
頁
。

⑤
塚
本
学
「
幕
府
の
公
儀
性
－
諸
国
由
川
掟
に
つ
い
て
…
一
『
小
さ
な
歴
史

　
と
大
き
な
歴
史
撫
吉
廻
弘
文
館
、
　
九
九
三
年
（
初
出
一
九
七
九
年
）
。
は
じ
め

　
に
註
⑦
水
本
論
文
A
。

⑥
村
田
路
人
『
近
世
の
空
摺
治
水
融
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
。

⑦
福
山
昭
「
河
村
瑞
賢
と
大
坂
」
『
大
阪
の
歴
史
蜘
四
、
｝
九
八
一
年
、
一
六
－

　
三
七
貰
。

⑧
は
じ
め
に
註
⑪
服
藤
著
書
、
五
七
－
九
二
頁
。

⑨
狭
山
池
の
汀
線
の
復
原
に
つ
い
て
は
、
三
下
雅
義
「
狭
山
池
の
変
遷
と
西
除
・

　
東
継
述
河
川
の
性
格
」
噸
歴
史
時
代
の
地
形
環
境
㎞
古
今
欝
院
、
二
一
七
⊥
｝
六

　
一
頁
を
参
照
。

⑩
　
　
『
大
阪
狭
山
市
業
腹
一
巻
　
本
文
編
逓
史
㎞
大
阪
狭
山
市
役
所
、
エ
○
～
四
年
、

　
三
四
〇
－
三
五
七
買
（
村
田
路
人
執
筆
）
。

⑪
註
⑩
『
大
阪
狭
山
市
包
泣
一
巻
本
文
編
通
史
蝕
三
五
五
上
二
五
七
頁
（
中
山

　
潔
執
筆
）
。

⑫
吉
川
邦
子
「
近
世
狭
山
池
と
池
守
田
雲
脚
」
狭
山
池
調
査
箏
務
所
編
『
狭
山
池

　
論
考
編
繍
狭
山
池
調
査
事
務
所
、
一
九
九
九
年
、
＝
｝
五
1
一
四
〇
頁
。

⑬
福
島
雅
蔵
「
近
世
後
期
狭
由
池
の
支
配
・
管
理
に
つ
い
て
の
二
・
三
の
問
題
一

　
狭
山
池
調
査
事
務
所
編
『
狭
山
池
　
論
考
編
匝
狭
山
無
調
査
事
務
所
、
｝
九
九
九

　
年
、
　
一
四
一
1
一
詣
ハ
五
百
ハ
。

⑭
年
不
明
（
享
保
七
年
頃
）
門
狭
山
池
由
緒
書
」
（
田
中
家
文
書
、
隅
大
阪
狭
山
市

　
史
第
五
巻
　
史
料
編
狭
山
池
扁
大
阪
狭
山
市
役
所
、
二
〇
〇
五
年
、
近
世
編
史
料

　
番
号
四
六
［
以
下
、
岡
書
か
ら
の
出
典
表
記
は
隅
全
史
五
一
と
し
、
近
世
編
の
史

　
料
番
暑
の
み
を
記
す
］
）
。

⑮
平
野
淳
「
池
守
田
中
家
と
水
下
惣
代
」
大
阪
廣
立
狭
山
池
博
物
館
編
『
近
世
狭

　
山
池
の
水
利
変
叢
　
　
番
水
と
水
利
技
術
－
駈
大
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
、
二

　
〇
一
三
年
、
四
八
－
五
五
頁
。

⑯
市
川
秀
之
「
近
世
河
川
堤
防
の
技
術
史
－
畿
内
近
国
の
例
か
ら
一
」
『
日

　
本
史
研
究
』
五
九
七
、
二
〇
＝
一
年
、
二
〇
1
五
一
頁
。

⑰
享
保
二
年
「
河
州
狭
山
池
水
除
御
普
請
之
義
御
尋
被
成
肥
付
御
家
筆
下
方
迫
書

　
付
上
ケ
候
抽
」
（
田
中
家
文
書
、
『
市
史
五
匝
四
二
）
。

⑱
註
⑩
『
大
阪
狭
山
市
史
第
一
巻
本
黒
渋
通
史
匝
三
四
七
⊥
二
五
七
頁
（
村
田

　
路
人
執
筆
）
。

⑲
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
十
五
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
　
九
六
五
年
、

　
㎝
九
〇
一
一
九
二
頁
。

⑳
は
じ
め
に
註
⑲
山
口
論
文
。

⑳
享
保
七
年
五
月
「
覚
偏
（
田
中
家
文
書
、
狭
山
池
調
査
事
務
所
編
『
狭
由
池

　
史
料
編
㎞
狭
由
池
調
査
事
務
所
、
一
九
九
六
年
、
史
料
番
号
三
六
［
以
下
、
同
書

　
か
ら
の
出
典
表
記
は
『
池
隔
と
し
、
史
料
番
号
の
み
を
記
す
］
）
。

⑫
　
廻
奉
行
と
の
役
割
調
整
な
ど
の
理
磁
か
ら
、
堤
奉
行
に
よ
る
川
中
仕
置
の
事
例

　
が
享
保
元
年
…
○
月
前
後
を
最
後
に
見
出
せ
な
く
な
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
註
①

　
村
田
論
文
、
二
〇
〇
頁
）
。
狭
山
池
の
改
修
願
の
提
出
時
期
は
不
明
だ
が
、
そ
の

　
前
後
に
、
堤
奉
行
の
職
務
が
国
役
堤
に
専
門
化
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

⑬
　
田
鼠
藤
平
・
野
村
由
後
・
小
林
瀧
太
郎
編
『
狭
山
池
改
修
史
輪
大
阪
府
、
～
九

　
三
一
年
、
二
五
六
頁
所
収
の
文
化
元
年
の
改
修
願
の
記
載
を
根
拠
に
、
山
口
之
夫

　
は
享
保
元
年
に
狭
山
池
改
修
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
（
は
じ
め
に
註
⑲
由
口

　
論
文
）
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
か
ら
改
修
は
同
年
で
は
な
く
享
保
四
年
で
あ
っ
た

　
と
判
断
で
き
る
。

⑳
　
窟
中
保
五
年
「
慾
川
談
書
し
　
（
檀
野
家
文
幽
回
、
　
『
池
㎞
　
山
ハ
【
）
。
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第
二
章
　
享
保
六
年
狭
山
池
大
名
預
所
の
設
定
過
程

第
一
節
　
大
坂
町
奉
行
所
へ
の
願
い
出

享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本）

　
享
保
三
年
（
…
七
一
八
）
正
月
、
狭
山
藩
は
大
坂
町
奉
行
所
へ
狭
山
新
宿
を
支
配
し
た
い
と
願
い
出
た
。
当
時
、
狭
山
藩
主
北
条
遠
江
守
氏

朝
は
河
内
・
近
江
に
～
万
石
を
領
す
る
外
様
大
名
で
、
狭
山
池
亭
概
域
の
う
ち
五
か
村
を
領
地
と
し
て
い
た
。
狭
山
池
の
北
東
に
近
接
し
て
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

和
二
年
掛
一
六
一
六
）
以
来
陣
屋
を
構
え
、
灌
聖
域
付
近
に
拠
点
を
置
く
数
少
な
い
大
名
で
あ
っ
た
。
享
保
三
年
の
大
坂
町
奉
行
所
と
の
交
渉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

過
程
に
つ
い
て
は
、
狭
山
藩
士
花
村
善
助
に
よ
る
記
録
が
複
数
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
交
渉
過
程
と
関
係
者
の
見
解
を
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
正
月
二
八
日
、
か
ね
て
大
坂
町
奉
行
所
に
対
し
藩
主
北
条
銀
宝
の
書
状
と
花
村
か
ら
の
口
上
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
た
大
坂

町
奉
行
北
条
安
房
無
二
英
の
命
に
よ
り
、
組
方
与
力
の
羽
津
田
右
衛
門
・
吉
田
宇
右
衛
門
が
花
村
へ
吟
味
を
行
っ
た
。
次
の
引
用
は
そ
の
や
り

　
　
　
　
④

取
り
で
あ
る
。

《
史
料
1
》

　
（
前
略
）
弓
懸
右
衛
門
被
一
翼
ハ
、
新
町
御
支
配
不
被
成
算
故
常
二
も
御
支
配
可
被
成
と
御
願
被
潮
候
哉
と
被
申
候
故
、
其
通
二
而
候
、
口
上
書
二
申
上
候

通
、
此
方
領
内
二
而
候
へ
共
御
免
地
二
被
　
仰
付
候
故
、

公
儀
之
御
百
姓
領
地
二
乍
在
洪
水
曲
節
こ
も
安
気
不
成
、
皆
々
罷
出
蓬
々
も
差
図
等
此
方
こ
も
手
前
之
百
姓
ヲ
申
様
二
厳
選
と
ハ
難
申
候
、
然
共
急
時
之
節

見
斗
差
図
も
仕
候
へ
即
行
下
膨
申
候
、
か
り
そ
め
な
か
ら
大
池
徳
義
、
左
様
之
節
役
人
三
四
十
人
斗
二
心
欠
ケ
廻
り
候
と
て
加
勢
掻
暮
、
さ
り
や
く
成
申
事

二
て
ハ
無
之
御
言
可
被
成
候
、
池
守
と
申
て
も
百
姓
之
事
、
同
等
之
者
二
三
ヘ
ハ
、
古
来
と
違
当
時
ハ
岡
格
之
様
二
相
心
得
、
常
二
描
写
の
ミ
ニ
栢
見
へ
申
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候
、
此
事
不
成
火
事
盗
賊
之
節
も
人
数
罷
出
、
火
消
盗
賊
之
沙
汰
有
之
時
ハ
取
囲
ミ
急
難
毎
度
救
県
単
、
他
之
支
配
と
申
な
か
ら
門
前
之
義
世
話
の
ミ
地
頭

も
無
之
所
斑
、
常
二
心
不
快
之
事
の
ミ
ニ
候
と
申
候
ヘ
ハ
、
御
尤
二
候
、
是
ハ
御
近
所
と
申
御
領
分
も
有
之
事
、
御
支
配
二
付
候
ヘ
ハ
能
事
二
臣
服
処
、
雷

来
之
筋
二
替
半
田
村
へ
附
候
と
見
へ
申
候
（
後
略
）
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狭
山
藩
が
「
新
町
」
（
狭
山
新
宿
）
の
支
配
を
要
望
す
る
意
図
を
羽
津
が
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
花
村
は
口
上
書
に
記
し
た
通
り
、
狭
山
新
宿
は
狭

山
藩
儒
で
あ
る
池
尻
村
の
内
に
除
地
と
し
て
設
置
さ
れ
「
公
儀
之
御
百
姓
」
と
し
て
樋
役
人
が
居
住
し
て
い
る
が
、
洪
水
な
ど
の
緊
急
時
に
は
、

狭
山
藩
役
人
が
自
註
の
百
姓
に
対
し
動
員
を
命
じ
る
よ
う
に
樋
役
人
へ
指
示
が
で
き
ず
、
池
の
治
水
上
問
題
で
あ
る
と
訴
え
た
。
ま
た
、
樋
役

人
は
池
守
の
指
揮
の
も
と
で
池
の
管
理
業
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
池
守
は
古
来
と
違
い
同
格
の
「
百
姓
扁
で
あ
る
た
め
思
う
よ
う

に
動
員
で
き
ず
、
火
事
や
盗
賊
の
際
も
狭
山
藩
士
の
出
動
に
よ
り
対
処
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
狭
山
池
の
東
除
付
近
が
狭
山
藩

陣
屋
の
門
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
は
陣
屋
周
辺
の
防
衛
・
治
安
上
の
不
安
に
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
。
花
村
は
別
の
箇
所
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
古
来
も
旦
那
屋
敷
内
へ
堤
切
込
申
候
」
と
、
元
和
六
年
に
洪
水
で
狭
山
池
北
堤
が
決
壊
し
陣
屋
内
に
被
害
が
生
じ
た
こ
と
に
触
れ
、
池
の
決

壊
は
陣
屋
に
と
っ
て
も
危
険
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
花
村
の
主
張
に
対
し
て
羽
津
は
、
狭
山
藩
の
陣
屋
・
領
地
が
池
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
狭
山
新
宿
を
狭
山
藩
が
支
配
す
る
こ
と
に
つ
い
て
「
能
事
」
と
自
身
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
羽
津
は
こ
の
引
用
箇
所
の
後
で
「
火
事
盗

賊
之
節
御
人
数
出
シ
御
防
被
成
型
事
、
尤
大
切
成
義
二
曹
、
御
ロ
上
書
へ
御
乗
せ
可
被
蓋
事
二
尊
候
、
な
せ
御
の
せ
不
被
成
候
」
と
問
う
て
い

る
こ
と
か
ら
、
与
力
側
は
陣
屋
門
前
を
含
め
た
池
周
辺
の
治
安
維
持
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
花
村
は
「
領
も
入
組
有
之
事
、
半
田

村
へ
附
着
ハ
御
領
之
時
短
格
別
、
営
所
二
而
ハ
、
池
第
一
土
窯
二
野
問
、
無
主
半
田
へ
付
候
事
前
心
得
と
兼
而
存
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
狭
山

藩
に
よ
る
狭
山
薪
宿
支
配
の
要
求
は
、
少
な
く
と
も
建
前
と
し
て
は
、
治
水
や
池
の
保
全
に
か
か
り
樋
役
人
を
動
員
で
き
る
よ
う
に
、
川
越
藩

領
の
半
田
村
に
附
属
す
る
狭
山
新
宿
を
支
配
替
し
、
狭
山
藩
領
と
入
り
組
む
状
況
を
改
善
す
る
と
こ
ろ
に
目
的
が
あ
っ
た
。
な
お
、
交
渉
当
初

の
こ
の
時
点
で
狭
山
池
の
大
名
預
所
化
は
話
題
に
上
っ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
狭
山
新
宿
の
支
配
関
係
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
日
の
吟
味
で
は
、
同
行
し
た
池
守
徳
兵
衛
か
ら
も
話
を
聞
い
て
い
る
。
「
申
含
導
通
徳
兵
衛
能
事
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
前
に
狭

山
質
感
と
池
守
と
の
間
で
申
し
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
池
守
は
、
樋
役
人
の
離
反
傾
向
を
狭
山
藩
の
狭
山
新
宿
支
配
に
よ
っ

て
抑
制
で
き
る
と
い
う
点
で
、
藩
と
利
害
が
一
致
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

　
同
年
閏
一
〇
月
一
三
日
に
は
池
守
・
樋
役
人
へ
の
吟
味
が
行
わ
れ
、
樋
役
人
側
は
、
池
守
の
指
示
を
受
け
な
い
旨
を
記
し
た
樋
役
人
の
勤
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
関
す
る
口
上
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
口
上
書
は
川
越
藩
役
人
か
ら
「
佐
山
池
之
義
ハ
水
下
へ
下
口
、
念
ヲ
入
口
上
書
等
量
下
上
豊
年
二
」
と

指
示
さ
れ
、
「
水
至
福
代
年
番
之
者
」
と
相
談
し
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
川
越
藩
役
人
の
指
示
は
、
水
下
村
々
の
過
半
数
を
占
め
る
裏
漏
の

利
益
に
供
す
る
た
め
、
水
下
惣
代
の
意
向
に
沿
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
羽
津
・
吉
田
は
、
以
前
提
出

さ
れ
た
勤
方
の
内
容
と
異
な
り
、
ま
た
、
水
下
村
々
に
尋
ね
た
上
で
自
ら
の
薬
方
を
書
き
上
げ
た
こ
と
を
理
由
に
不
受
理
と
し
、
狭
山
池
の
樋

管
と
引
き
換
え
に
除
地
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
立
場
を
忘
れ
た
振
る
舞
い
だ
と
し
て
、
樋
役
人
佐
左
衛
門
を
叱
責
し
た
。
さ
ら
に
、

　
　
　
ズ
あ
　
が
　

「
伊
賀
守
殿
奉
行
ハ
御
勤
有
間
敷
役
人
中
卒
案
内
二
而
、
左
様
之
差
図
ハ
無
用
成
事
」
と
、
池
支
配
に
通
じ
て
い
な
い
川
越
藩
役
人
の
指
示
は

妥
当
性
を
欠
く
と
し
て
、
「
古
来
ハ
当
森
番
所
望
支
配
置
所
二
四
候
得
共
、
曽
我
丹
波
殿
・
松
平
隼
人
殿
奉
行
之
節
、
御
代
官
所
支
配
被
致
候

様
二
被
申
渡
候
、
役
人
衆
不
知
事
ハ
此
方
へ
尋
全
集
申
事
二
候
」
と
、
元
来
狭
山
新
宿
を
支
配
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
大
坂
町
奉
行
所
の
指

示
を
仰
ぐ
よ
う
述
べ
て
い
る
。
川
下
与
力
は
、
狭
山
池
管
理
と
狭
山
新
宿
支
配
の
経
緯
、
そ
し
て
花
村
と
の
折
衝
を
踏
ま
え
て
狭
山
藩
・
池
守

側
の
主
張
を
支
持
し
、
旧
来
の
池
管
理
の
体
制
を
維
持
す
る
意
向
を
示
し
て
い
た
。

　
同
月
二
三
日
の
池
守
・
樋
役
人
の
吟
味
で
は
、
樋
役
人
伊
兵
衛
が
「
洪
水
之
節
と
て
も
佐
山
6
さ
の
ミ
御
人
数
御
出
シ
御
差
中
等
被
成
候
義

袖
無
御
座
」
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
池
守
徳
兵
衛
は
「
其
儀
ハ
難
心
得
候
、
洪
水
も
年
々
有
之
事
二
而
無
恥
候
、
既
に
前
々
も
堤
へ
水
押
、

御
家
中
興
之
内
へ
も
押
込
候
事
有
之
、
御
家
中
6
御
出
池
尻
村
百
姓
共
迄
も
被
仰
付
防
禦
メ
空
事
、
其
方
年
来
二
而
其
段
聞
伝
可
被
国
警
」
と

　
　
　
⑦

反
論
し
た
。
狭
山
藩
士
の
出
動
の
事
実
が
争
わ
れ
て
い
る
が
、
羽
津
は
「
洪
水
ハ
毎
年
馬
料
有
之
物
二
軍
之
事
二
親
候
、
徳
兵
衛
申
通
り
に
て

候
」
と
池
守
を
支
持
し
、
樋
役
人
へ
狭
山
藩
か
ら
の
下
知
を
受
け
る
旨
の
口
上
書
を
当
月
中
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
。
二
九
日
に
は
、
樋
役
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⑧

人
が
再
度
反
論
の
口
上
書
の
提
出
を
試
み
た
が
「
急
御
用
偏
を
理
由
に
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
｝
月
一
日
に
花
村
が
羽
津
と
の
対
談
に
赴
い

た
際
、
羽
津
は
「
其
段
い
か
様
削
減
詳
解
と
て
も
、
徳
兵
衛
池
守
二
輪
相
違
候
、
池
一
巻
ハ
池
守
支
配
致
、
樋
番
之
者
池
守
両
差
図
致
筈
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

二
候
」
と
池
守
支
持
の
意
向
を
表
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
＝
一
月
＝
日
、
大
坂
町
奉
行
の
北
条
と
鈴
木
飛
騨
守
利
雄
か
ら
次
の
判
断
が
示
さ
れ
た
。
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安
房
守
様
・
飛
騨
守
様
御
返
答

当
春
被
　
仰
聞
候
佐
山
新
町
御
支
配
論
義
御
願
之
趣
二
野
二
巴
事
書
、
此
義
ハ
寛
文
六
年
二
当
奉
行
彦
坂
壱
岐
守
・
石
丸
石
見
守
江
芦
へ
相
伺
御
代
官
支
配

二
歳
　
罫
描
候
、
御
下
知
御
座
候
二
輪
、
当
番
所
之
支
配
離
レ
申
候
、
其
上
只
今
其
元
様
・
伊
賀
守
殿
領
入
組
三
所
二
御
座
候
富
田
、
御
支
配
被
物
候
様
二

御
挨
拶
回
申
候
、
且
又
池
洪
水
之
男
並
人
数
被
差
出
御
防
キ
被
成
候
由
御
尤
二
存
候
、
左
様
之
節
樋
謡
講
者
共
へ
御
下
知
行
届
谷
口
候
由
、
一
々
致
承
知
候
、

則
樋
番
之
者
共
呼
寄
致
吟
味
申
候
熊
鷹
、
御
下
知
不
請
と
申
義
も
無
御
座
、
洪
水
之
時
分
御
入
数
被
剛
強
而
御
無
様
成
候
二
野
も
無
之
由
申
候
、
然
共
此
段

ハ
御
嶽
屋
近
所
と
申
大
切
之
事
二
．
而
御
座
候
得
ハ
、

様
御
心
得
可
被
成
候
由

向
後
も
左
様
迂
論
ハ
御
防
キ
弥
御
下
知
も
可
被
成
儀
と
存
候
、
樋
番
無
謬
へ
も
尚
又
其
段
申
付
候
、
左

（
傍
線
は
筆
者
追
加
）

　
狭
山
新
宿
は
町
奉
行
所
の
支
配
を
離
れ
、
か
つ
所
領
に
上
す
る
事
柄
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
狭
山
新
宿
の
支
配
替
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
狭
山
藩
陣
屋
周
辺
の
重
要
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
洪
水
時
に
狭
山
藩
が
指
示
を
出
す
こ
と
を
認
め
、
樋
役
人
に
そ

れ
を
受
け
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
狭
山
藩
は
な
ぜ
享
保
三
年
に
な
っ
て
、
狭
山
新
宿
支
配
の
問
題
を
大
坂
町
奉
行
所
へ
願
い
出
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

花
村
は
、
羽
津
に
対
し
て
「
去
々
年
之
洪
水
6
止
り
二
存
寄
右
之
通
ヲ
相
懸
候
義
二
而
候
」
と
、
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
の
洪
水
を
契
機
に

狭
山
新
宿
支
配
の
再
検
討
を
大
坂
町
奉
行
所
に
申
し
立
て
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
直
前
の
箇
所
で
は
、
以
前
、
北
条
氏
譜
の
参
府
時
に
、
狭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

山
新
宿
が
私
領
に
渡
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
狭
山
藩
の
見
解
を
川
越
藩
の
家
老
中
へ
伝
え
て
い
た
旨
を
記
し
て
い
る
。
宝
永
元
年
（
｝
七
〇

四
）
に
川
越
藩
支
配
に
渡
っ
て
以
来
、
懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
た
狭
山
新
宿
支
配
は
、
正
徳
六
年
の
洪
水
に
よ
る
池
へ
の
被
害
、
堤
奉
行
に
よ

る
改
修
願
い
の
取
り
扱
い
却
下
と
そ
れ
に
よ
る
改
修
の
遅
れ
を
き
っ
か
け
に
大
き
く
問
題
と
な
っ
た
と
み
て
よ
い
。

第
二
節
　
大
坂
町
奉
行
所
側
の
論
理

享保期の上方における幕府広」或支配と大名預蕨（島本）

　
享
保
三
年
の
一
連
の
交
渉
か
ら
は
、
大
坂
町
奉
行
所
の
狭
山
池
支
配
に
対
す
る
認
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
狭
山
池
と
東
除

川
・
西
除
川
に
つ
い
て
、
川
方
与
力
は
「
此
所
ハ
度
々
罷
通
見
分
能
存
罷
在
候
、
大
切
成
場
二
曲
御
座
候
、
古
来
ハ
大
坂
御
用
清
聴
御
座
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

新
川
出
来
袋
元
6
さ
の
ミ
急
度
見
分
不
仕
墨
守
共
、
折
ニ
ハ
見
分
も
症
候
、
髪
筋
　
御
城
東
ノ
手
切
流
之
た
め
と
兼
而
承
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

狭
山
池
と
東
組
川
・
西
博
戯
が
以
前
か
ら
大
坂
城
東
側
の
防
衛
に
関
わ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
新
大
和
川
完
成
以
後
は
時
折
の
見
分
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
依
然
重
要
性
は
失
わ
れ
て
い
な
い
が
、
大
和
川
付
け
替
え
を
境
に
、
河
川
支
配
上
の
位
置
が
変
化
し
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
狭
山
池
へ
流
れ
込
む
河
川
の
河
福
部
に
お
い
て
堆
積
し
た
土
砂
が
新
田
開
発
さ
れ
て
い
る
現
状
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

　
　
　
⑭

見
出
せ
る
。

《
史
料
3
》

　
（
前
略
）
扱
池
之
上
ミ
埋
り
申
候
所
ヲ
近
年
．
新
旧
二
致
愚
慮
共
申
候
得
ハ
、
元
右
衛
門
被
申
候
ハ
、
当
夏
見
分
二
参
候
時
分
及
見
向
、
成
程
大
分
之
埋
り
二

而
候
、
左
様
二
新
開
池
内
二
致
候
事
不
届
成
儀
敏
活
、
急
度
御
と
か
め
可
落
成
事
二
存
候
と
被
申
候
故
、
其
段
ハ
兼
々
気
団
毒
二
存
候
ハ
、
半
田
川
・
草
佐
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川
之
土
砂
馳
込
次
第
二
埋
り
池
当
り
、

難
致
、
其
通
二
罷
過
候
と
申
候
得
ハ
、

之
無
異
二
型
ハ
潜
水
少
ク
可
有
之
候
、

拶
仕
候
而
罷
帰
（
後
略
）

洪
水
之
節
北
帯
水
当
り
強
ク
候
而
気
遣
借
主
候
得
共
、
半
田
領
単
坐
支
配
も
不
仕
、
池
之
儀
二
候
得
ハ
と
か
め
申
事

両
人
被
申
候
ハ
、
是
ハ
定
而
池
守
・
水
下
・
樋
役
共
馴
合
私
之
徳
用
理
致
候
も
の
と
存
候
、
池
埋
り
候
諸
掛
、
今
年

ケ
様
成
不
届
有
之
節
ハ
と
か
め
可
然
由
被
申
候
故
、
各
二
左
様
思
召
候
上
勝
、
目
立
候
儀
有
之
節
御
内
意
選
挙
と
挨
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羽
津
は
こ
の
年
の
夏
の
見
分
を
踏
ま
え
、
河
ロ
部
付
近
の
新
田
開
発
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
「
不
届
成
書
」
と
し
、
狭
山
藩
か
ら
「
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

め
」
る
よ
う
述
べ
て
い
る
。
こ
の
新
田
は
元
々
半
田
村
が
開
発
し
て
い
た
が
、
元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
｝
）
、
水
下
村
々
か
ら
堤
奉
行
万
年
長
十

郎
頼
治
・
小
野
朝
之
丞
高
保
へ
願
い
出
て
両
代
官
の
手
代
に
よ
る
吟
味
を
経
た
結
果
、
「
願
曽
爾
水
取
候
晶
々
の
新
開
」
と
な
り
、
新
開
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
年
賛
一
七
石
余
は
「
池
為
修
復
料
」
水
下
村
々
の
取
米
と
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
花
村
は
、
支
配
違
い
の
た
め
開
発
に

つ
い
て
餐
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
返
答
し
て
い
る
。
羽
津
：
永
田
は
そ
の
よ
う
な
現
状
を
、
池
守
・
樋
役
人
・
水
下
村
々
の
「
馴
合
」
に
よ

り
「
私
之
徳
用
」
と
し
て
い
る
と
批
判
し
、
池
の
貯
水
量
減
少
が
用
水
不
足
に
つ
な
が
る
な
ら
ば
「
不
届
」
だ
と
し
て
い
る
。
花
村
は
こ
れ
を

受
け
、
「
目
立
候
儀
漏
が
あ
れ
ば
内
々
に
報
告
す
る
と
答
え
て
い
る
。
狭
山
新
宿
の
処
遇
は
、
新
田
開
発
の
規
制
と
い
う
点
で
、
大
坂
町
奉
行

所
の
支
配
に
属
す
る
狭
山
池
の
保
全
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
狭
山
藩
の
要
求
は
、
大
坂
町
奉
行
所
業
の
こ
う
し
た
課
題
と
結
び
つ
い
た
も

の
で
あ
り
、
大
坂
町
奉
行
所
に
と
っ
て
は
、
河
川
支
配
の
維
持
・
強
化
に
向
け
た
協
力
関
係
の
構
築
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

第
三
節
　
幕
府
中
央
へ
の
願
い
出

　
大
坂
町
奉
行
所
は
洪
水
時
の
狭
山
藩
の
指
示
を
認
め
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

月
二
三
日
、
老
申
久
世
大
和
守
重
之
に
こ
の
件
を
願
い
出
た
。

狭
山
藩
は
狭
山
新
宿
の
支
配
権
を
得
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
同
四
年
二
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大
坂
町
奉
行
所
と
交
渉
中
に
、
花
村
は
、
交
渉
に
関
す
る
助
言
を
得
て
い
た
羽
津
や
大
坂
町
奉
行
の
公
用
人
田
中
左
内
か
ら
、
大
坂
町
奉
行

所
で
は
所
領
に
関
し
て
は
取
り
扱
い
難
い
た
め
、
江
戸
で
願
い
出
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
内
証
承
合
之
事
」
と

題
さ
れ
た
、
同
三
年
一
二
月
一
一
日
の
町
奉
行
返
答
後
に
羽
津
宅
で
行
わ
れ
た
花
村
・
羽
津
の
対
談
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
花
村
は
「
当
番
所
へ

申
達
候
而
御
吟
味
請
単
記
可
塑
上
候
、
若
江
戸
表
6
御
尋
も
御
座
候
ハ
・
委
細
被
　
樹
上
ケ
崖
下
候
様
二
上
墨
継
、
右
御
沙
汰
興
起
ハ
、
宜
被

仰
上
被
下
町
様
二
申
述
候
」
と
大
坂
町
奉
行
所
側
へ
協
力
を
要
請
し
た
。
羽
津
は
こ
れ
に
対
し
、
「
御
願
玉
成
候
て
二
月
三
選
然
候
、
御
在
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

之
内
幸
之
義
、
飛
騨
守
も
二
月
煙
硝
参
府
可
被
致
候
、
御
願
被
　
仰
上
候
ハ
・
飛
騨
守
へ
御
尋
も
可
有
之
候
、
無
左
而
も
裳
元
へ
予
選
テ
御
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

可
有
之
候
、
層
層
ヘ
ハ
裳
元
二
而
御
尤
二
被
存
候
事
、
委
細
致
吟
味
置
興
趣
可
被
申
下
翼
」
と
答
え
た
。
北
条
氏
朝
在
府
中
の
二
月
は
大
坂
町

奉
行
鈴
木
も
江
戸
へ
参
府
し
て
お
り
、
鈴
木
へ
の
諮
問
が
あ
る
は
ず
で
、
幕
府
中
央
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
は
狭
山
藩
の
願
い
出
を
支
持
し
、

委
細
吟
味
を
し
て
お
い
た
旨
を
報
告
す
る
と
し
て
い
る
。
老
中
へ
の
願
い
出
は
、
こ
の
よ
う
な
大
坂
町
奉
行
所
側
の
支
持
・
助
言
を
背
景
に
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
内
証
承
合
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
羽
津
は
「
御
願
之
節
火
事
盗
賊
之
御
防
キ
被
成
候
義
必
之
御
書
入
可
被
成
候
、
重
キ
義
二
而
候
、
此
節
火

　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ミ

事
盗
賊
忠
義
ハ
ロ
ロ
入
御
理
説
、
殊
二
火
之
用
心
ハ
江
戸
表
二
も
方
角
火
消
・
近
所
火
消
と
て
中
々
御
吟
味
之
趣
共
承
候
、
別
而
大
切
之
儀
二

而
候
ヘ
ハ
此
節
御
願
之
時
節
二
二
」
と
花
村
へ
述
べ
て
い
る
。
幕
府
が
最
近
消
防
制
度
に
注
話
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
火
事
・
盗
賊
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
狭
山
藩
が
出
動
し
て
い
る
事
実
を
明
記
し
て
願
い
出
る
こ
と
が
重
要
だ
と
示
唆
し
て
い
る
。
消
防
制
度
の
改
革
を
重
要
視
す
る
見
方
は
、
陣

屋
周
辺
の
治
安
維
持
を
重
視
す
る
大
坂
町
奉
行
所
側
の
立
場
と
共
通
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
で
は
、
幕
府
申
央
と
の
交
渉
の
経
緯
を
、
狭
山
藩
の
預
所
支
配
任
命
前
後
の
動
向
な
ど
を
書
き
上
げ
た
「
狭
山
池
由
緒
書
」
な
ど
に
基
づ
い

て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
享
保
四
年
一
一
月
、
「
狭
山
池
御
吟
味
御
用
京
都
御
代
官
」
の
鈴
木
九
太
夫
黒
煙
・
内
山
七
兵
衛
高
永
は
「
池
役
人
」
と
水
下
惣
代
を
京
都

へ
呼
ん
で
吟
味
し
、
池
守
・
樋
役
人
・
水
下
惣
代
の
口
書
と
池
の
絵
図
を
両
代
官
か
ら
江
戸
へ
提
出
し
た
。
翌
五
年
七
月
二
三
日
置
狭
山
藩
は
、
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同
年
六
月
二
七
日
に
死
去
し
た
久
世
重
之
の
担
当
御
用
を
引
き
継
い
だ
老
中
井
上
河
内
守
正
零
へ
願
書
・
絵
図
を
持
参
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
狭
山
藩
の
狭
山
新
宿
支
配
に
反
対
す
る
水
下
惣
代
が
作
成
し
た
と
み
ら
れ
る
記
録
「
密
談
書
」
に
は
、
七
月
二
三
日
付
け
の
「
奉
願
口
上
之

覚
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
狭
山
藩
か
ら
老
中
井
上
に
対
す
る
願
書
の
内
容
を
写
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
池
守
を
務
め
る
旧

領
の
百
姓
同
様
に
狭
山
藩
が
狭
山
新
宿
を
支
配
し
た
い
と
の
主
張
を
掲
げ
、
三
か
条
に
わ
た
り
そ
の
子
細
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
か
条

目
に
は
、
洪
水
時
に
狭
山
藩
士
が
出
動
し
「
領
分
之
百
姓
共
」
を
動
員
し
て
水
防
に
当
た
っ
て
い
る
が
、
樋
役
人
は
支
配
違
い
を
理
由
に
狭
山

藩
の
指
示
を
聞
か
ず
、
正
徳
六
年
の
洪
水
の
際
に
は
、
北
堤
が
危
険
な
状
態
に
な
っ
た
が
西
除
が
崩
れ
た
た
め
水
が
抜
け
て
難
を
逃
れ
た
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
古
来
よ
り
大
坂
町
奉
行
見
分
所
」
で
あ
る
が
「
手
遠
之
支
配
二
百
者
防
用
心
届
キ
不
申
」
た
め
、
「
私
在
所
手
近
之
新

町
」
を
池
尻
村
領
内
に
あ
る
北
側
｛
五
軒
だ
け
で
も
支
配
し
た
い
と
要
望
し
て
い
る
。
こ
の
条
の
末
尾
に
は
「
伊
賀
守
儀
者
大
坂
順
奉
知
之
役

人
共
差
遣
申
候
」
と
、
川
越
藩
が
狭
山
池
か
ら
離
れ
た
大
坂
に
支
配
の
役
人
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
三
か
条
目
に
は
、
「
大
坂

御
奉
行
所
ハ
河
内
国
支
配
之
事
故
」
狭
山
新
宿
支
配
に
つ
い
て
諮
っ
た
こ
と
と
、
直
接
支
配
を
離
れ
て
い
る
た
め
対
応
で
き
な
い
が
委
細
吟
味

は
行
っ
た
と
の
大
坂
町
奉
行
所
側
の
返
答
を
伝
え
、
大
坂
で
の
交
渉
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
い
る
。
「
奉
願
口
上
之
覚
」
の
末
尾
は
、
「
畢
寛

旱
勉
水
難
之
為
二
御
座
候
得
者
、
諸
事
申
付
度
、
新
町
支
配
之
儀
奉
願
候
、
以
上
」
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
大
坂
町
奉
行
所
側
と
の
や
り
と

り
で
は
、
陣
屋
周
辺
に
お
け
る
火
事
・
盗
賊
へ
の
対
応
を
強
調
す
る
方
針
が
出
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
火
災
時
に
対
応
し
狭
山
藩
士
が
出
動
し

て
い
る
こ
と
は
二
か
条
目
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
狭
山
新
宿
支
配
の
要
望
を
総
括
し
て
「
皐
越
水
難
」
の
解
消
と
い
う
目

的
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　
水
下
竜
代
・
樋
役
人
は
こ
の
狭
山
藩
の
願
い
出
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
、
川
越
藩
に
よ
る
狭
山
薪
宿
支
配
の
継
続
を
支
持
し
た
。
「
密
談
書
」

に
は
、
川
越
藩
役
人
に
提
出
し
た
と
み
ら
れ
る
同
年
八
月
付
け
の
水
下
平
代
・
樋
役
人
に
よ
る
「
乍
笹
下
上
書
」
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。

先
述
の
狭
山
藩
か
ら
老
中
に
宛
て
た
願
書
の
写
し
の
内
容
が
「
密
談
書
」
に
記
載
さ
れ
た
理
由
に
は
、
狭
山
藩
の
動
き
に
対
し
、
川
越
藩
役
人

に
よ
る
領
民
へ
の
意
向
確
認
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
、
情
報
提
供
が
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
両
者
の
主
張
の
詳
細
は
山
口
の

56　（288）



享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本〉

　
⑫

議
論
に
譲
り
、
狭
山
藩
と
狭
山
池
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
に
限
定
し
て
分
析
を
深
め
て
お
き
た
い
。
水
下
刷
代
に
よ
る
口
上
書
で

は
、
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
新
宿
支
配
に
よ
っ
て
、
現
在
の
水
掛
り
村
々
以
外
を
含
め
狭
山
藩
領
へ
の
無
秩
序
な
送
水
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
池
内

に
て
「
御
家
中
方
殺
生
等
難
癖
之
妨
に
日
劇
振
る
舞
い
が
起
こ
り
得
る
こ
と
、
新
た
に
池
内
の
新
田
開
発
が
進
め
ら
れ
た
場
合
、
貯
水
量
が
減

り
水
下
の
用
水
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
樋
役
人
の
口
上
書
で
は
、
「
新
宿
御
支
配
被
成
度
と
の
表
向
上
平
立
二

相
聞
江
田
候
亭
亭
、
実
者
狭
山
池
御
支
配
被
成
度
、
御
勝
手
二
宜
敷
御
心
付
二
士
御
座
候
」
と
、
狭
山
藩
が
財
政
的
理
由
か
ら
狭
山
池
の
支
配

を
企
図
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
狭
山
藩
の
支
配
に
よ
り
後
ろ
盾
を
得
た
池
守
が
優
位
に
立
つ
こ
と
で
、
池
の
水
掛
り
に
属

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
な
い
池
尻
村
に
よ
る
取
水
妨
害
が
激
し
く
な
り
、
狭
山
藩
領
に
有
利
な
送
水
な
ど
が
起
こ
り
得
る
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
主

張
か
ら
は
、
一
部
の
水
掛
り
平
々
の
領
主
に
過
ぎ
な
い
狭
山
藩
が
狭
山
新
宿
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
る
、
用
水
秩
序
や
池
の
保
全
に
対
す
る
悪

影
響
へ
の
警
戒
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
同
年
一
一
月
九
日
、
幕
府
代
官
鈴
木
・
内
由
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
所
と
丹
南
藩
・
旗
本
小
出
氏
領
か
ら
各
一
名
、
そ
し
て
川
越
藩
か
ら
二
名
の

水
下
惣
代
が
連
署
し
て
、
樋
役
人
が
、
「
古
来
6
之
勤
方
字
義
」
を
記
し
た
口
上
書
を
鈴
木
・
内
山
に
提
出
し
た
。
そ
こ
で
樋
役
人
は
、
川
越

藩
役
人
の
大
坂
屋
敷
か
ら
指
示
を
受
け
て
水
防
に
出
動
し
、
「
右
之
外
二
脇
6
洪
水
藷
粥
、
防
之
手
伝
立
合
申
候
義
盗
、
語
録
無
御
座
候
御
事
」

　
　
　
　
　
　
⑳

と
主
張
し
て
い
る
。
～
方
、
同
月
一
三
日
に
は
狭
山
藩
領
の
水
下
十
代
一
名
と
池
守
が
連
名
で
、
鈴
木
・
内
山
宛
て
の
「
口
上
」
を
提
出
し
た
。

そ
の
控
に
は
、
樋
役
人
が
「
池
守
役
人
」
と
名
乗
る
こ
と
の
不
当
性
と
、
領
主
毎
の
村
々
華
燭
ゆ
え
川
越
迷
界
の
村
々
か
ら
三
人
、
狭
山
藩
領

か
ら
｝
人
の
水
下
踏
代
が
選
出
さ
れ
る
た
め
、
「
何
事
二
而
も
譜
代
立
合
相
談
之
義
血
大
勢
之
方
へ
片
付
申
世
故
、
外
様
上
代
大
勢
野
方
へ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

申
撃
茎
」
川
越
藩
領
の
惣
門
の
意
見
が
通
る
こ
と
へ
の
不
服
の
旨
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
ロ
上
」
に
は
、
「
往
古
6
度
々
之

書
付
共
狭
山
池
守
徳
兵
衛
と
御
取
被
遊
差
上
、
昔
6
年
頭
御
礼
二
も
狭
山
池
守
徳
兵
衛
と
御
代
々
御
奉
行
様
御
帳
二
も
留
り
申
候
御
事
」
、
そ

し
て
池
守
の
指
揮
を
受
け
る
と
し
た
「
三
十
七
人
踏
代
佐
左
衛
門
・
伊
兵
衛
口
書
も
大
坂
御
奉
行
三
二
差
上
御
座
候
御
事
」
と
、
支
持
を
受
け

て
い
る
大
坂
町
奉
行
所
の
記
録
を
参
照
し
て
池
守
・
樋
役
人
の
関
係
を
確
認
す
る
よ
う
求
め
る
主
張
が
み
ら
れ
る
。
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⑳

　
吟
味
の
末
、
同
六
年
三
月
二
八
日
、
老
中
か
ら
狭
山
藩
へ
「
河
州
狭
由
池
支
配
」
が
命
じ
ら
れ
た
。
そ
の
形
式
は
、
三
月
目
〇
日
に
幕
府
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

定
所
が
半
田
村
を
代
官
内
山
に
引
き
渡
し
て
幕
領
と
し
た
上
で
、
池
尻
村
内
に
位
置
す
る
狭
山
新
宿
の
北
側
一
五
軒
を
狭
山
藩
支
配
と
し
、
半

田
村
内
に
位
置
す
る
南
側
～
五
軒
と
池
内
に
開
発
さ
れ
た
新
田
（
以
下
、
池
内
新
開
）
を
含
む
狭
山
池
そ
の
も
の
を
大
名
預
所
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
北
条
氏
朝
自
身
は
こ
の
決
定
に
つ
い
て
、
日
記
に
「
佐
山
新
町
半
分
支
配
願
之
通
被
　
仰
付
、
帯
磁
佐
山
池
愚
母
モ
支
配
」
と
記
し
て

　
⑳

い
る
。
要
求
し
て
い
た
狭
山
新
宿
に
加
え
て
、
狭
山
池
を
も
預
所
と
し
て
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
受
け
止
め
て
い
た
。
以
上
の
経
緯
か
ら
、

狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
新
宿
支
配
の
要
望
に
幕
府
の
意
向
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
狭
山
池
大
名
預
所
が
成
立
し
た
と
い
え
る
。
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第
四
節
　
幕
府
中
央
側
の
論
理

　
幕
府
中
央
が
狭
山
新
宿
・
狭
山
池
を
大
名
預
所
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
当
該
期
の
幕
府
に
よ
る
地
方
支
配
の
動
向
と
、
享
保
五
年
段
階
の

そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
享
保
期
に
お
け
る
大
名
預
所
再
設
定
の
前
提
に
、
幕
府
の
年
貢
収
入
増
加
を
目
的
と
し
た
、
不
良
代
官
の
処
罰
と
旧
来
の
代
官
手
代
廃
止
に

よ
る
地
方
支
配
刷
新
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
享
保
六
年
閏
七
月
二
九
日
の
高
松
藩
・
伊
予
松
山
藩
へ
預
所
支

配
を
命
じ
た
書
付
に
も
、
「
御
仕
置
瓦
之
儀
鼻
付
、
大
法
は
御
勘
定
所
え
帯
留
承
合
候
得
共
、
其
所
之
只
今
迄
之
致
く
せ
を
は
聞
合
被
申
間
門

　
　
　
　
　
⑳

候
」
と
記
さ
れ
、
当
該
幕
領
で
の
支
配
上
の
慣
例
撤
廃
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
川
越
藩
領
が
多
数
を
占
め
る
水
下
村
々
と
同
藩
の
支
配
下
に
あ

る
樋
役
人
が
結
託
し
た
状
況
は
、
配
水
上
の
不
公
平
、
ま
た
、
反
池
守
の
立
場
か
ら
、
池
の
保
全
に
携
わ
る
池
守
の
排
除
に
向
け
た
運
動
が
起

こ
る
可
能
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
り
、
刷
新
す
べ
き
「
ロ
ハ
今
迄
二
途
く
せ
」
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
大
坂
町
奉
行
所
が
川
越
藩
役
人
を
狭
山
池
に
関
し
て
「
不
案
内
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
川
越
藩
支
配
を
継
続
さ
せ
洪
水
時

の
動
員
を
任
せ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
水
防
体
制
の
改
善
策
と
し
て
支
配
替
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
享

保
五
年
七
月
の
「
血
温
口
上
之
覚
」
に
、
狭
山
藩
が
「
畢
覚
皐
越
水
識
量
為
」
と
記
し
て
い
た
こ
と
も
、
年
貢
収
入
増
加
を
目
指
す
幕
府
の
意



享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本）

向
に
則
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
そ
の
支
配
替
に
際
し
、
幕
府
代
官
で
は
な
く
狭
山
藩
に
支
配
さ
せ
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
狭
山
藩
は
「
手
遠
之
支

配
」
に
代
え
て
「
私
在
所
手
近
之
新
町
」
を
支
配
し
た
い
と
主
張
し
て
お
り
、
池
と
の
近
接
性
ゆ
え
、
非
常
時
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
こ
と
が

評
価
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
和
六
年
の
洪
水
で
陣
屋
に
被
害
が
生
じ
た
例
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
も
、
非
常
時
を
経
験
し
狭
山
池
を
熟
知
し

て
い
る
狭
山
藩
が
治
水
施
設
と
し
て
の
池
の
保
全
に
積
極
的
な
役
畜
を
果
た
し
得
る
、
と
い
う
判
断
の
材
料
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
水
下
村
々
が
狭
山
藩
に
よ
る
恣
意
的
な
配
水
・
新
田
開
発
推
進
を
危
惧
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
狭
山
新
宿
・
狭
山
池
の
幕
府
支
配
そ

の
も
の
を
放
棄
し
て
狭
山
藩
領
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
狭
山
新
宿
の
北
側
一
五
軒
を
属
地
主
義
的
に
狭
山

藩
領
と
し
た
ほ
か
は
、
中
脳
の
直
轄
支
配
を
避
け
て
、
形
式
的
に
幕
府
支
配
を
維
持
さ
せ
、
用
水
秩
序
に
混
乱
が
生
じ
た
場
合
は
預
所
を
廃
止

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
享
保
三
年
、
そ
れ
ま
で
大
坂
町
奉
行
所
が
所
管
し
て
い
た
上
方
の
大
河
川
は
、
新
・
旧
大
和
川
と
石
川
を
堺
奉
行
所
、
淀
大
橋
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

東
の
木
津
川
と
淀
小
橋
以
東
の
宇
治
川
を
伏
見
奉
行
所
が
所
管
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
改
変
は
、
河
川
支
配
機
構
の
管
轄
範
囲
を
近
隣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

奉
行
所
へ
分
割
し
専
管
さ
せ
、
淀
川
・
大
和
川
筋
の
河
川
管
理
の
強
化
を
目
指
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
管
轄
範
囲
の
分
県
と
専

管
化
傾
向
を
踏
ま
え
れ
ば
、
狭
山
池
の
狭
山
藩
預
所
化
も
同
様
に
、
大
坂
町
奉
行
所
の
政
務
負
担
軽
減
と
河
川
支
配
の
強
化
を
狙
っ
て
設
定
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
所
領
錯
綜
地
域
に
お
い
て
幕
府
が
河
川
支
配
す
る
こ
と
の
「
公
共
的
」
性
格
を
担
保
し
つ
つ
、
藩
の
能
力
を
利
用
し
て
池
の
治
水
の
強
化
を

図
る
。
こ
の
二
つ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
幕
府
は
大
名
預
所
と
い
う
支
配
形
態
を
選
択
し
、
狭
山
藩
に
支
配
を
委
任
し
た
と
い
え
よ
う
。

①
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
第
八
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
、
二

九
四
⊥
二
〇
五
頁
。

②
～
八
世
紀
前
半
以
前
の
平
出
藩
の
藩
政
機
構
・
藩
士
の
序
列
に
つ
い
て
は
、
史

料
的
制
約
か
ら
不
明
な
点
が
多
く
、
交
渉
当
時
の
花
村
の
線
内
に
お
け
る
位
置
は

不
詳
で
あ
る
。
交
渉
後
で
は
あ
る
が
、
享
保
九
年
四
月
の
花
村
は
門
郡
代
」
で
あ

る
。
享
保
九
年
四
月
「
河
内
国
錦
部
墨
田
大
新
田
智
福
山
龍
雲
奪
御
建
立
開
基
覚
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帳
諸
目
録
」
（
龍
雲
寺
文
書
、
『
大
阪
狭
山
市
史
第
三
巻
　
史
料
編
近
世
漏
大
阪
狭

　
山
市
役
所
、
二
〇
｝
○
年
、
史
料
番
号
八
八
［
以
下
、
同
書
か
ら
の
出
典
表
記
は

　
欄
懸
盤
三
㎞
と
し
、
史
料
番
号
の
み
を
記
す
］
）
。

③
（
A
）
享
保
三
年
「
［
狭
山
池
巡
見
に
つ
き
記
録
］
」
ハ
田
中
家
文
書
、
黒
箱
三

　
二
五
）
。
（
B
）
享
保
三
年
一
二
月
二
日
「
大
坂
御
番
所
議
題
況
徳
兵
衛
罷
出
候
節

　
之
覚
」
　
（
㎜
田
中
家
十
人
瀧
旧
、
　
罵
…
箱
漏
ハ
【
漏
）
。
　
（
C
）
　
｛
亭
保
一
二
な
十
「
善
助
勤
鱒
見
砥
日
」
　
（
㎜
田
中

　
家
文
書
、
七
九
－
七
六
）
。
（
D
）
享
保
三
年
「
大
坂
勤
方
　
承
合
覚
」
（
田
中
家

　
文
害
、
黒
箱
三
二
六
）
。
（
E
）
享
保
三
年
一
二
月
門
大
坂
御
番
所
御
用
井
承
合
之

　
覚
」
（
田
中
家
文
書
、
黒
帯
六
四
）
。
以
上
の
う
ち
C
以
外
は
、
は
じ
め
に
註
⑲
山

　
口
論
文
で
参
照
さ
れ
て
い
る
明
治
四
年
三
月
「
元
狭
山
藩
享
保
三
戌
巨
細
記
写
扁

　
（
田
中
家
文
書
、
七
ニ
ー
ヘ
ー
三
）
に
ほ
ぼ
同
内
容
で
書
写
さ
れ
て
お
り
、
A
・

　
B
・
D
・
E
は
そ
の
原
記
録
で
あ
る
。
な
お
、
田
中
家
文
書
の
未
翻
刻
史
料
は
大

　
阪
府
立
狭
山
池
博
物
館
架
蔵
の
紙
焼
版
を
使
用
し
た
。

④
註
③
史
料
A
。

⑥
年
欠
（
元
和
六
年
）
六
月
二
日
「
［
狭
山
池
水
留
め
普
請
に
つ
き
小
堀
政
㎝
書

　
状
ご
（
田
中
家
文
書
、
『
市
史
五
諏
　
一
〇
）
。

⑥
註
③
史
料
B
。

⑦
註
③
史
料
C
。

⑧
註
③
史
料
。
。

⑨
註
③
史
料
D
。

⑩
註
③
礎
料
£
。

⑪
註
③
史
料
D
。

⑫
北
条
氏
朝
の
日
記
の
宝
永
五
年
七
月
一
六
曄
の
記
菓
に
も
「
十
六
日
佐
由
新
町

　
　
　
　
ハ
ぬ
も
に
か
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
な
な
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
に
コ
ル
お
か
い

　
之
事
直
右
近
太
夫
勲
業
達
、
松
平
甚
三
郎
江
頼
、
秋
但
馬
守
江
証
拠
」
と
あ
り
、

　
実
際
に
や
り
と
り
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
氏
朝
口
無
記
」
（
北
条
家
文
書
、

　
『
市
史
三
臨
九
五
）
。

⑬
註
③
史
料
A
。

⑭
註
③
史
料
C
。

⑮
享
保
三
年
三
月
、
大
坂
町
奉
行
所
は
流
作
場
の
開
発
状
況
を
調
査
し
、
現
状
を

　
記
し
た
帳
面
を
村
々
か
ら
提
出
さ
せ
て
い
た
。
こ
れ
は
前
年
以
来
幕
府
中
央
の
政

　
策
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
流
作
場
規
制
強
化
の
一
環
で
あ
り
、
当
時
、
流
作
場

　
が
治
水
上
の
重
要
な
問
題
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
は
じ
め
に
註
⑳
村

　
田
論
文
C
。

⑯
　
享
保
七
年
五
月
「
御
預
ケ
所
狭
山
池
並
新
開
存
寄
帳
」
（
田
中
家
文
書
、
魍
池
輪

　
一
三
五
）
。

⑰
享
保
七
年
五
月
「
狭
山
池
由
緒
書
」
（
田
中
選
曲
轡
、
『
書
史
蓋
四
六
）
。
表

　
紙
に
は
「
享
保
七
炭
寅
年
五
月
、
狭
山
池
出
来
其
後
賦
役
人
爵
支
配
之
訳
既
方
様

　
御
支
配
二
被
蒙
　
仰
候
大
辻
覚
書
、
此
三
相
認
　
御
前
江
｛
帳
上
ル
損
」
と
あ
り
、

　
同
年
同
月
の
預
、
所
支
配
の
方
針
に
関
す
る
勘
定
所
と
の
折
衝
に
関
連
し
て
作
成
さ

　
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

⑱
註
③
史
料
E
。

⑲
綱
吉
政
権
か
ら
吉
宗
政
権
に
か
け
て
、
都
市
に
お
け
る
火
災
へ
の
対
応
強
化
の

　
た
め
消
防
制
度
が
再
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
一
環
で
、
享
保
三
年
一
〇
月
、
江
戸
で

　
は
藩
邸
か
ら
消
火
に
あ
た
る
入
足
を
差
し
娼
さ
せ
る
近
所
火
消
が
制
度
化
さ
れ
て

　
い
る
。
藤
本
仁
文
「
元
禄
－
享
保
期
に
お
け
る
三
都
の
消
防
制
度
設
立
」
『
ヒ
ス

　
ト
リ
ア
㎏
二
〇
九
、
二
〇
〇
八
年
、
三
〇
－
五
七
頁
。

⑳
註
⑰
。

⑳
第
｝
章
註
⑳
。

⑫
　
は
じ
め
に
註
⑲
山
口
論
文
。

⑳
　
池
尻
村
は
慶
長
二
二
年
八
月
に
、
池
改
修
に
伴
う
用
水
源
喪
失
の
代
償
と
し
て

　
「
大
樋
之
も
り
水
」
と
呼
ば
れ
る
自
由
な
取
水
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
慶
長
一

　
三
年
入
還
「
覚
」
［
田
中
家
文
書
、
『
女
史
五
輪
一
六
三
］
）
。
そ
の
よ
う
な
特
権
的

　
取
水
が
取
水
妨
害
と
み
な
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

⑳
　
　
「
狭
由
池
古
記
書
抜
し
の
う
ち
、
子
（
享
保
五
年
）
＝
月
九
日
門
乍
恐
以
口
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上
書
申
上
候
」
（
迂
生
康
夫
氏
所
蔵
文
書
、
『
日
置
荘
町
史
』
史
料
番
号
八
）
。

㊧
　
子
（
享
保
五
年
）
＝
月
一
三
日
「
口
上
㎏
（
田
中
家
文
書
、
魍
巽
南
五
隔
一
二

　
六
）
。

⑳
　
年
三
（
享
保
六
年
）
「
［
狭
由
池
支
配
に
つ
き
老
中
連
署
奉
書
写
ご
（
北
条
家
文

　
書
、
噸
市
史
五
臨
四
三
）
。

⑳
　
年
不
明
「
［
狭
臨
池
樋
役
人
心
得
等
覚
書
写
ご
の
う
ち
、
年
前
（
享
保
六
年
）

　
三
月
工
○
日
「
樋
役
人
之
義
二
付
御
書
付
　
内
山
七
兵
衛
様
へ
下
り
無
帽
書
付
之

　
写
」
（
壺
井
家
前
審
、
糊
池
匝
一
四
四
）
。

⑳
　
註
⑫
。

⑲
　
大
石
懊
三
郎
隅
享
保
改
革
の
経
済
政
策
　
増
補
版
㎏
御
茶
の
水
書
…
房
、
一
九
六

　
八
年
、
六
六
一
一
〇
二
頁
（
初
出
㎝
九
六
一
年
）
。
辻
達
也
噛
享
保
改
革
の
研
究
㎞

　
創
文
社
、
一
九
六
三
年
、
一
四
六
－
～
八
六
頁
。
は
じ
め
に
註
⑪
服
藤
著
書
、
九

　
一
一
一
【
二
〇
摺
貝
。

⑳
　
高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編
『
御
触
書
寛
保
集
成
臨
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
、

　
史
料
番
号
二
九
二
九
。

⑳
　
　
「
川
方
地
方
御
朋
覚
書
」
大
阪
市
史
編
纂
所
編
『
大
阪
市
史
史
料
第
六
十
六

　
輯
㎏
大
阪
市
史
料
調
査
会
、
二
〇
〇
五
年
、
九
四
頁
。

⑫
　
村
田
蹉
人
「
江
戸
蒔
代
の
大
和
用
治
水
と
堺
奉
行
所
」
噸
フ
ォ
ー
ラ
ム
堺
学
第

　
十
九
集
睡
堺
都
齋
政
策
研
究
所
、
二
〇
＝
二
年
、
四
五
－
八
二
頁
。

享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本）

第
三
章
　
狭
山
池
大
名
預
所
支
配
の
設
定
意
義

第
一
節
　
狭
山
藩
に
よ
る
治
水
政
策

　
狭
山
藩
が
打
ち
出
し
た
狭
山
池
の
治
水
政
策
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
、
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
七
月
、
北
条
氏
朝
は
池
守
の
勤
方
を
定
め
た
。
寛
永
一
〇
年
（
＝
ハ
三
三
）
に
小
堀
政
一
に
よ
り
出
さ
れ
た

池
守
勤
方
に
確
認
で
き
る
池
守
に
よ
る
用
水
差
配
、
洪
水
時
の
水
防
、
水
下
村
々
か
ら
池
守
へ
の
給
米
上
納
と
い
っ
た
規
定
に
加
え
て
、
樋
役

人
か
ら
池
守
・
狭
山
藩
役
所
へ
の
注
進
、
池
守
か
ら
樋
役
人
へ
の
墓
園
に
基
づ
く
配
水
、
池
の
用
材
管
理
や
堤
防
の
植
生
管
理
の
義
務
が
新
た

　
　
　
　
　
②

に
記
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
幕
府
支
配
の
狭
山
池
を
管
理
す
る
池
守
・
樋
役
人
の
役
職
と
、
池
守
・
樋
役
人
・
支
配
役
所
で
あ
る
狭
山
藩
と

の
職
務
上
の
相
互
関
係
が
、
岡
藩
に
よ
っ
て
再
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
池
守
は
水
下
村
々
か
ら
の
給
米
、
樋
役
人
は
除
地
と
い
う
反
対

給
付
を
得
て
そ
れ
ぞ
れ
池
の
管
理
業
務
を
担
い
、
幕
府
か
ら
の
委
嘱
に
対
し
て
責
任
を
負
う
点
で
共
通
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
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の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、
小
領
主
的
性
格
を
有
し
て
い
た
池
守
田
中
氏
に
対
し
宿
役
人
が
従
属
す
る
あ
り
方

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
「
池
守
と
申
て
も
百
姓
之
事
、
同
等
之
園
山
候
ヘ
ハ
、
古
来
と
違
当
時
ハ
同
格
淵
巻
二
相
心
得
」
と
あ
る
よ

う
に
、
田
中
氏
の
小
領
主
的
性
格
が
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
池
守
と
樋
役
人
の
上
下
関
係
は
自
明
の
も
の
で
な
く
な
り
、
樋
役
人
が

田
申
氏
を
同
じ
「
百
姓
」
と
し
て
相
対
的
に
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
水
下
村
々
に
よ
る
池
や
用
水
の
管
理
に
お
け

る
利
害
調
整
能
力
の
蓄
積
も
、
池
守
を
筆
頭
と
す
る
池
管
理
の
あ
り
方
の
動
揺
に
つ
な
が
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
狭
山
藩
は
そ
う
し
た
状
況
に
、

預
所
の
支
配
役
所
と
し
て
介
入
し
、
現
在
の
池
管
理
体
制
を
補
強
す
る
こ
と
で
対
応
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
狭
山
藩
が
あ

く
ま
で
狭
山
新
宿
の
支
配
を
求
め
て
き
た
こ
と
に
通
じ
る
も
の
で
、
池
守
勤
方
の
設
定
が
狭
山
藩
の
治
水
政
策
と
し
て
比
較
的
早
期
に
打
ち
出

さ
れ
た
理
由
に
は
、
願
い
衡
当
初
か
ら
の
上
記
の
よ
う
な
意
図
が
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
享
保
七
年
五
月
、
狭
山
藩
は
「
御
預
ケ
所
狭
山
池
井
新
開
存
寄
帳
一
（
以
下
、
存
寄
帳
）
と
「
御
預
り
所
狭
山
池
新
開
諸
事
定
帳
」
（
以
下
、
諸

　
　
④

竪
子
帳
）
を
作
成
し
た
。
前
者
は
狭
山
池
・
池
内
新
開
の
委
細
と
今
後
の
支
配
に
関
す
る
趣
意
書
、
後
者
は
狭
山
池
・
池
内
新
開
の
預
所
支
配

に
お
い
て
定
め
る
べ
き
施
策
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
両
帳
面
は
預
所
支
配
の
方
針
に
つ
い
て
承
認
を
得
る
た
め
江
戸
の
幕
府
勘
定
所
へ
提

　
　
　
⑤

出
さ
れ
た
。

　
存
寄
帳
に
よ
れ
ば
、
池
内
新
開
は
享
保
七
年
正
月
に
狭
山
藩
に
よ
る
検
地
が
行
わ
れ
、
四
一
業
余
の
定
免
が
設
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
勘
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

所
に
対
し
池
内
新
開
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
求
め
た
。
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《
史
料
4
》

　
（
前
三
か
条
略
）

　
一
池
之
樋
弐
ヶ
所
・
水
除
弐
ヶ
所
・
堤
・
道
・
橋
等
之
修
復
普
請
、
古
来
ハ
水
下
御
料
之
村
方
茂
多
御
座
候
故
二
面
哉
、

一
切
　
公
儀
御
普
請
二
而
御
座
候

所
、
其
後
私
領
方
江
段
々
相
渡
り
申
、
其
上
元
禄
十
四
野
島
年
6
池
下
村
方
之
新
開
と
成
、
弐
石
五
斗
小
物
成
之
外
拾
七
石
余
徳
米
も
有
之
前
群
哉
、
享
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保
四
己
亥
年
普
請
入
用
比
々
6
高
士
り
二
指
出
藍
候
、
向
後
者
新
開
御
取
上
ケ
地
二
成
、
年
貢
四
拾
石
余
年
々
上
納
仕
候
帯
鋼
申
付
候
得
者
、
前
々
之
通

　
　
公
儀
御
普
請
二
可
被
成
下
筋
二
相
見
江
申
候
、
依
之
吟
味
真
風
処
、
古
来
御
普
請
被
成
下
候
段
々
之
格
、
池
守
所
に
古
帳
面
二
有
之
由
、
水
下
五
十
三

　
ヶ
村
相
願
、
古
来
直
通
御
普
請
被
成
下
右
様
、
先
格
共
書
付
差
出
願
申
に
付
、
相
考
皇
霊
融
業
子
細
も
有
之
二
付
、
則
遂
吟
味
従
前
々
頭
並
帳
薦
之
通
、

　
別
紙
に
書
付
此
度
掛
御
目
候

　
（
二
か
条
略
）

右
之
三
佐
山
立
拙
者
支
配
二
面
　
仰
付
候
故
、
御
預
ケ
前
庭
黒
歯
犀
鳥
段
々
吟
味
愛
蘭
候
上
、
拙
者
存
寄
申
達
候
、
何
分
池
相
続
用
水
丈
夫
二
罷
成
、
池
下

御
料
・
給
銀
之
為
二
御
座
候
間
、
普
請
等
之
訳
御
生
届
、
普
請
入
用
被
下
下
候
様
致
度
御
座
候
、
池
二
蚕
桑
定
書
存
寄
之
ヶ
条
別
帳
に
相
認
掛
御
自
候
、
以

上　
　
　
享
保
七
壬
寅
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
名
御
印

　
　
御
勘
定
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
は
筆
者
追
加
）

　
灌
概
域
の
幕
領
が
次
第
に
私
領
に
変
わ
り
減
少
し
た
た
め
全
額
幕
府
負
担
の
普
請
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
元
禄
一
四
年

（一

ｵ
〇
一
）
に
設
定
さ
れ
た
池
内
新
開
か
ら
の
「
徳
米
」
（
池
の
「
修
復
料
」
一
七
石
余
）
を
理
由
に
照
々
へ
負
担
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

述
べ
、
今
後
は
池
内
新
開
か
ら
の
年
貢
を
幕
府
に
上
納
す
る
こ
と
で
、
以
前
の
通
り
「
公
儀
御
普
請
」
に
よ
り
狭
園
池
を
改
修
し
た
い
と
し
て

い
る
。
池
守
の
も
と
に
残
さ
れ
た
過
去
の
「
御
普
請
」
の
記
録
を
利
用
し
た
要
望
は
認
め
ら
れ
、
以
後
、
塁
壁
の
諸
入
用
と
奉
行
の
扶
持
米
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

全
額
幕
府
負
担
で
実
施
さ
れ
た
。

　
狭
山
藩
は
池
内
新
開
の
耕
作
を
全
て
樋
役
人
に
請
け
負
わ
せ
た
。
存
寄
帳
に
は
「
他
6
請
負
下
作
人
事
池
近
村
或
外
よ
り
入
算
盤
、
是
迄
之

革
張
床
連
々
二
級
添
、
又
ハ
用
水
之
障
り
本
葺
成
細
田
者
、
池
無
為
悪
敷
」
「
外
二
田
畑
も
無
之
困
窮
仕
平
田
」
と
あ
る
が
、
新
田
開
発
を
抑
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⑧

制
し
て
池
の
保
全
を
図
る
と
岡
時
に
、
狭
山
藩
支
配
に
反
抗
を
み
せ
て
い
た
樋
役
人
へ
の
懐
柔
を
企
図
し
て
耕
作
地
を
給
付
し
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
際
、
水
下
村
々
の
請
願
を
受
け
て
、
池
内
新
開
の
検
地
帳
は
諸
事
定
帳
と
と
も
に
水
下
村
々
へ
渡
し
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
水
下
膨
代
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
「
請
所
」
と
し
て
管
理
さ
せ
た
。
狭
山
藩
の
恣
意
に
よ
る
池
内
の
耕
地
開
発
進
行
に
対
す
る
、
水
下
村
々
の
危
惧
を
抑
え
る
効
果
を
期
待
し

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
池
へ
の
土
砂
流
入
・
堆
積
を
防
ぐ
対
策
と
し
て
は
、
諸
事
定
帳
に
「
一
土
砂
凌
〈
池
之
内
所
々
、
年
々
見
分
之
上
〉
、
一
池
之
水
上
川
筋
土

砂
聴
く
天
野
川
・
今
熊
川
と
と
の
記
載
が
見
出
せ
る
。
土
砂
湊
に
つ
い
て
は
、
享
保
七
年
に
「
狭
山
池
東
宝
口
6
川
筋
土
砂
湊
井
苅
払
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

堤
防
上
の
往
還
普
請
と
と
も
に
行
い
、
人
足
扶
持
米
が
支
払
わ
れ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
除
口
か
ら
東
除
川
筋
ま
で
の
湊
洪
と
葭
な
ど
の
刈

り
取
り
実
施
が
確
認
で
き
る
。
上
流
河
川
の
「
土
砂
留
」
に
つ
い
て
は
、
狭
山
藩
が
池
の
支
配
を
命
じ
ら
れ
た
当
時
、
池
の
位
置
す
る
丹
南
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
上
流
の
錦
部
郡
は
岸
和
田
藩
が
土
砂
留
を
担
当
し
て
い
た
。
し
か
し
、
諸
事
定
帳
に
コ
池
水
懸
り
口
、
天
野
川
・
今
熊
川
此
両
川
筋
6
大

　
　
　
　
エ
ご

水
之
度
々
土
砂
流
入
埋
番
謡
故
、
右
川
上
年
々
見
分
遣
、
川
堤
山
崩
な
と
馬
木
芝
川
植
付
土
砂
留
致
候
様
二
可
申
付
事
」
と
あ
り
、
狭
山
藩
が

勘
定
所
に
対
し
既
存
の
土
砂
留
制
度
と
は
別
の
土
砂
留
見
分
を
提
案
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
狭
山
藩
に
よ
る
土
砂
改
の
性
格
に
つ
い

て
、
享
保
八
年
に
お
け
る
狭
山
藩
・
大
坂
町
奉
行
・
岸
和
田
藩
相
互
の
調
整
過
程
を
記
し
た
「
河
州
狭
山
池
水
掛
り
口
川
筋
土
砂
改
之
儀
声
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

鈴
木
飛
騨
守
殿
井
岡
部
内
膳
正
殿
家
来
江
往
答
之
拍
」
（
以
下
、
「
抽
」
）
か
ら
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
狭
山
藩
は
、
狭
山
池
預
所
の
政
策
と
し
て
上
流
河
川
の
土
砂
改
の
実
施
を
勘
定
所
か
ら
認
め
ら
れ
、
享
保
八
年
四
月
一
日
以
前
に
、
「
大
坂

御
触
下
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
大
坂
町
奉
行
所
に
そ
の
報
告
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
坂
町
奉
行
鈴
木
は
、
土
砂
留
制
度
と
重
複
し
、
丹
南

郡
・
錦
部
郡
を
担
当
す
る
岸
和
田
藩
が
不
審
に
思
う
こ
と
を
危
惧
し
て
、
同
藩
へ
も
話
を
通
し
て
お
く
よ
う
返
答
し
た
。
同
年
四
月
二
日
、
狭

山
藩
士
朝
比
奈
弥
兵
衛
は
岸
和
田
藩
士
ら
へ
用
状
で
、
取
水
用
の
堰
や
沿
岸
の
耕
地
開
発
を
原
因
と
す
る
土
砂
流
出
を
抑
止
す
る
た
め
見
分
を

行
い
、
流
出
防
止
を
心
得
る
よ
う
村
雨
に
申
し
付
け
た
い
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
遠
江
守
所
存
之
通
御
幕
届
被
　
仰
付
候
」
と
幕
府

中
央
か
ら
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
狭
山
藩
に
よ
る
土
砂
改
実
施
の
了
解
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
坂
町
奉
行
鈴
木
が
危
惧
し
て
い
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る
、
岸
和
田
藩
が
担
当
し
て
い
る
土
砂
留
の
「
馬
場
」
と
「
二
重
」
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
岸
和
田
藩
の
挺
当
す
る
「
山
方
」
で
は
な
く

「
天
野
川
・
今
熊
川
内
二
而
平
川
之
土
砂
之
義
」
で
あ
る
の
で
二
重
の
見
分
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
そ
の
場
の
様
子
に
応
じ
て
岸
和
田
半
側
へ

報
告
し
た
い
と
求
め
て
い
る
。
な
お
、
四
月
八
日
付
の
大
坂
町
奉
行
鈴
木
に
宛
て
た
北
条
氏
朝
書
状
の
写
し
に
門
唯
今
迄
両
川
狭
山
池
掛
り
ロ

江
砂
留
役
人
罷
越
思
事
、
拙
者
初
家
来
之
者
迄
も
覚
不
申
候
、
定
上
川
上
之
山
方
江
廻
リ
申
事
茂
可
有
之
候
得
共
、
狭
山
池
辺
砂
留
吟
味
之
義

無
難
候
」
と
あ
る
。
事
実
の
錨
否
は
措
く
と
し
て
も
、
岸
和
田
藩
の
見
分
が
、
狭
山
池
河
口
部
周
辺
で
は
不
十
分
だ
と
す
る
狭
山
藩
の
認
識
が

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
以
後
の
交
渉
は
、
「
川
筋
御
用
之
義
ハ
大
坂
町
御
奉
行
様
方
御
支
配
帯
付
」
（
四
月
三
日
付
朝
比
奈
弥
兵
衛
宛
て
岸
和
田
藩
役
人
難
名
書
状
写
し
）
、

あ
く
ま
で
大
坂
町
奉
行
の
指
示
が
必
要
だ
と
す
る
岸
和
田
裏
側
と
、
「
御
双
方
共
御
下
知
之
儀
」
（
四
月
五
日
付
北
条
遠
江
守
宛
て
鈴
木
飛
騨
守
書
状

写
し
）
、
つ
ま
り
、
幕
府
申
央
か
ら
の
下
知
を
受
け
た
両
藩
の
合
議
に
よ
っ
て
分
担
す
べ
き
で
、
土
砂
留
「
霊
場
」
の
差
配
は
自
ら
の
権
限
に

属
す
る
事
柄
で
な
い
と
す
る
大
坂
町
奉
行
鈴
木
と
の
間
で
難
航
し
た
。
狭
山
藩
は
、
岸
和
田
藩
が
行
う
土
砂
留
管
理
と
の
違
い
と
し
て
「
山

方
」
「
平
川
」
と
い
う
エ
リ
ア
の
区
別
、
そ
し
て
、
土
砂
流
出
を
防
止
す
る
よ
う
川
筋
村
々
へ
「
申
付
〕
を
行
う
も
の
で
、
土
砂
留
普
請
の
指

示
・
監
督
も
行
う
岸
和
田
藩
の
職
務
内
容
と
は
異
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
大
坂
町
奉
行
鈴
木
に
理
解
を
求
め
た
。
ま
た
、
四
月
二
四
日
に
狭
山

藩
は
、
同
藩
役
人
が
見
分
で
確
認
し
た
砂
防
上
の
問
題
は
同
藩
か
ら
畳
々
へ
直
接
「
申
付
」
を
行
わ
ず
岸
和
田
藩
役
人
へ
注
進
し
、
岸
和
田
藩

か
ら
大
坂
町
奉
行
所
へ
報
告
さ
せ
て
こ
れ
ま
で
の
土
砂
留
管
理
の
通
り
に
対
処
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た
い
、
と
主
張
を
一
部
変
更
し
た
。
し

か
し
そ
の
後
も
鈴
木
は
、
土
砂
留
担
当
箇
所
に
つ
い
て
大
坂
町
奉
行
は
判
断
で
き
な
い
と
し
た
。
結
局
、
同
年
六
月
二
日
に
は
、
「
差
掛
リ
候

義
二
而
も
無
御
座
、
飛
騨
守
一
存
二
上
茂
御
挨
拶
難
申
」
た
め
、
大
坂
町
奉
行
北
条
と
雑
談
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
日
付
で
狭
山
藩
は
、
岸
和

田
藩
・
鈴
木
と
の
や
り
取
り
を
ま
と
め
た
帳
面
を
在
府
申
の
大
坂
町
奉
行
北
条
へ
送
付
し
て
、
北
条
氏
朝
の
在
府
中
に
両
者
で
協
議
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
過
程
は
「
舌
偏
に
記
載
が
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
諸
事
翠
帳
の
付
箋
に
「
此
方
6
見
分
之
節
、
別
条
在
之
候
得
者
、
大

　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

坂
御
番
所
へ
御
戻
申
遣
、
大
坂
御
番
所
よ
り
岸
和
田
舌
早
仰
達
候
筈
二
御
座
候
、
右
之
段
北
条
安
房
皆
様
・
鈴
木
飛
騨
守
様
江
、
遠
江
守
6
□
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申
談
、
如
斯
相
定
り
田
幡
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
は
、
狭
山
藩
に
よ
る
両
河
川
の
見
分
と
大
坂
町
奉
行
所
へ
の
注
進
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
交
渉
過
程
に
お
い
て
、
狭
山
藩
は
池
の
保
全
上
の
重
要
性
か
ら
土
砂
改
の
実
施
に
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
大
坂
町
奉
行
・
岸
和
田
藩

の
態
度
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
狭
山
藩
側
の
預
所
支
配
上
の
必
要
か
ら
行
わ
れ
る
狭
山
池
周
辺
地
域
で
の
土
砂
改
は
、
幕
府
広
域
支
配
と
し
て

郡
単
位
で
実
施
さ
れ
る
よ
り
広
域
的
な
土
砂
留
管
理
と
は
、
目
的
・
利
害
・
重
要
性
の
認
識
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

折
衝
の
結
果
、
狭
山
藩
は
土
砂
夢
占
度
と
職
務
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
く
大
坂
町
奉
行
所
を
管
轄
役
所
と
し
て
見
分
・
注
進
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
大
名
預
所
支
配
と
し
て
行
わ
れ
る
土
砂
改
は
、
指
揮
系
統
上
は
、
大
坂
町
奉
行
所
の
統
括
す
る
広
域
支
配
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
え
る
。
京
都
大
名
火
消
な
ら
び
に
尼
崎
藩
・
岸
和
田
藩
の
参
勤
交
代
の
組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
幕
府
中
央
が
火

消
役
へ
の
任
命
や
参
勤
交
代
時
期
の
決
定
を
行
い
、
幕
府
上
方
役
人
が
火
消
出
動
時
の
指
揮
、
あ
る
い
は
出
国
・
帰
国
前
後
の
折
衝
・
調
整
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

摂
当
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
狭
山
藩
の
土
砂
改
と
土
砂
留
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
影
響
が
江
戸
に
お
い
て
許
可
さ
れ
た
政
策
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
同
様
に
大
坂
町
奉
行
所
の
管
轄
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
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第
二
節
　
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
池
預
所
支
配
成
立
の
意
義

　
以
上
を
踏
ま
え
、
享
保
期
に
狭
山
藩
の
狭
山
池
預
所
支
配
が
成
立
し
た
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
狭
山
藩
が
先
述
の
政
策
を
実
施
し
た

理
由
に
は
、
次
の
三
点
が
推
定
で
き
る
。

　
一
点
目
は
、
狭
山
藩
陣
屋
お
よ
び
自
領
の
災
害
防
止
を
目
的
と
し
た
池
の
治
水
・
管
理
の
実
現
で
あ
る
。
元
和
六
年
の
洪
水
の
経
験
に
よ
り
、

池
の
破
堤
時
に
は
段
丘
上
に
立
地
す
る
陣
屋
も
ま
た
危
険
に
晒
さ
れ
る
可
能
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
破
堤
し
た
際
に
最
初
に
洪
水

の
被
害
を
受
け
る
の
は
、
北
堤
の
直
下
に
位
置
す
る
池
尻
村
で
あ
る
。
同
村
の
石
高
は
一
八
世
紀
前
半
に
は
一
〇
九
八
石
余
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

狭
山
池
の
志
水
を
受
け
る
狭
山
藩
儒
引
々
の
石
高
は
合
計
約
二
三
三
八
石
余
で
、
池
尻
村
と
合
わ
せ
て
同
藩
の
総
石
高
の
三
割
以
上
を
占
め
て
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い
る
。
治
水
に
よ
る
狭
山
池
の
維
持
は
、
こ
れ
ら
の
器
什
村
々
、
そ
し
て
藩
の
存
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
二
点
目
は
、
池
の
改
修
費
用
の
私
領
負
担
抑
制
で
あ
る
。
度
重
な
る
改
修
は
私
領
村
々
の
負
損
と
な
り
、
皆
々
の
要
求
に
応
じ
て
費
用
を
拠

出
す
れ
ば
藩
財
政
へ
の
負
担
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
、
自
恕
の
負
担
分
が
減
少
し
て
い
た
幕
府
に
代
わ
り
、
狭
山
藩
が
主
体
と
な
っ
て
治
水
を

最
適
化
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
。
池
内
新
開
を
財
源
と
し
た
公
儀
普
請
に
よ
る
改
修
の
提
案
も
、
そ
う
し
た
発
想

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
三
点
目
は
、
狭
山
藩
領
民
に
有
利
な
水
利
秩
序
の
維
持
で
あ
る
。
享
保
五
年
一
一
月
一
三
日
に
狭
山
藩
領
水
下
惣
代
・
池
守
連
名
の
口
上
が

提
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
領
主
の
違
い
に
基
づ
く
池
の
管
理
集
団
の
力
関
係
の
問
題
に
関
し
て
、
狭
山
新
宿
も
し
く
は
狭
山
池
を
狭
山
藩

が
支
配
す
る
こ
と
に
、
自
領
民
か
ら
改
善
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
の
樋
役
人
の
口
上
書
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぶ
び
　
ギ
　

「
近
年
徳
兵
衛
義
水
割
役
為
相
止
メ
可
申
と
、
是
又
水
下
村
々
よ
り
申
出
点
点
共
、
去
ル
亥
年
大
切
成
西
除
御
普
請
　
御
公
儀
様
6
吾
輩
成
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

候
時
節
御
座
候
故
、
指
拍
罷
在
候
」
と
あ
る
。
公
儀
普
請
に
よ
る
私
領
の
改
修
費
用
負
担
軽
減
は
狭
山
藩
以
外
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

公
儀
普
請
の
実
現
に
、
幕
府
と
の
交
渉
窓
口
を
担
う
池
守
に
対
す
る
狭
山
藩
領
以
外
の
水
下
高
運
の
反
感
を
抑
え
る
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
全
て
、
狭
山
池
灌
概
域
に
お
け
る
狭
山
藩
領
村
々
、
そ
し
て
同
齢
の
経
済
的
利
益
や
百
姓
成
立
を
追
求
す

る
意
図
の
も
と
に
集
約
で
き
る
。

　
一
方
、
狭
山
藩
の
預
所
支
配
に
関
す
る
幕
府
中
央
で
の
判
断
、
あ
る
い
は
同
藩
に
対
す
る
期
待
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
享
保
七
年
、
前
年
に
行
わ
れ
た
河
川
見
分
の
結
果
を
踏
ま
え
て
摂
河
国
役
普
請
制
度
か
ら
畿
内
国
役
普
請
制
度
に
改
め
ら
れ
、
堤
防
普
請
は

制
度
的
に
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
同
年
三
月
以
降
、
河
川
管
理
上
大
き
な
問
題
に
な
ら
な
い
限
り
、
流
作
場
を
含
む
新
田
開
発
を
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
認
め
て
い
く
政
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
池
内
新
開
を
財
源
に
利
用
し
た
公
儀
普
請
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
大
規
模
普
請
を
可
能
に

し
た
上
で
、
新
田
か
ら
の
年
貢
収
入
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
う
と
い
う
点
で
、
大
河
川
治
水
の
手
法
と
理
念
的
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
幕

府
勘
定
所
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
、
池
守
に
よ
る
樋
役
人
指
揮
の
体
制
の
維
持
・
強
化
、
土
砂
留
制
度
を
補
強
す
る
土
砂
改
と
い
っ
た
狭
山
藩
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の
政
策
は
、
池
守
を
務
め
る
田
申
氏
と
の
領
主
・
領
民
関
係
、
池
の
治
水
に
関
す
る
経
験
、
池
と
の
地
理
的
近
接
性
や
非
常
時
に
出
動
可
能
な

藩
士
の
数
と
い
っ
た
、
近
隣
の
他
の
藩
や
大
坂
町
奉
行
所
・
幕
府
代
官
に
な
い
狭
山
藩
に
特
有
の
側
面
を
活
か
し
た
治
水
強
化
策
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
享
保
期
の
狭
山
藩
は
、
個
別
領
主
と
し
て
水
害
激
発
状
況
へ
の
対
策
を
必
要
と
し
、
一
方
で
、
第
一
章
で
確
認
し
た
通
り
、
幕
府
に
よ
り
進

め
ら
れ
る
直
轄
都
市
お
よ
び
幕
領
を
優
先
す
る
性
格
を
内
包
し
た
治
水
制
度
再
編
に
も
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
池
預
所

支
配
の
成
立
は
、
同
藩
の
そ
う
し
た
利
害
と
、
治
水
と
い
う
広
域
支
配
の
強
化
・
政
務
負
担
軽
減
と
個
別
領
主
の
不
満
・
危
機
の
解
消
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
幕
府
側
の
意
向
の
所
産
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
大
名
預
所
を
組
み
込
ん
だ
治
水
の
あ
り
方
は
、
河
川
支
配

管
轄
域
の
分
割
・
専
管
化
に
よ
り
、
奉
行
所
・
大
名
の
支
配
区
域
を
単
位
と
し
て
所
領
横
断
的
か
つ
一
円
的
な
管
理
・
対
応
を
穏
指
し
た
も
の

と
判
断
で
き
る
。
そ
の
際
、
こ
れ
ま
で
土
砂
留
制
度
に
起
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
小
規
模
な
外
様
大
名
を
治
水
に
関
与
さ
せ
た
点
は
、
元
禄
期

以
降
の
京
都
常
火
消
な
ど
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
上
方
の
幕
藩
領
主
の
統
合
的
支
配
の
う
ち
に
小
規
模
な
外
様
大
名
が
組
み
込
ま
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
な
っ
て
い
く
傾
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
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①
享
保
六
年
七
月
「
定
」
（
田
中
家
文
書
、
『
市
史
五
㎞
四
五
）
。

②
は
じ
め
に
註
⑲
慮
口
論
文
。
第
【
章
註
⑬
福
島
論
文
。

③
　
第
二
章
註
⑯
。

④
　
享
保
七
年
五
月
「
御
預
り
所
狭
山
池
諸
事
定
帳
」
（
田
中
家
文
書
、
『
池
隔
　
｝
三

　
四
）
。
本
史
料
は
、
は
じ
め
に
註
⑦
水
本
論
文
B
が
提
示
し
た
「
御
預
り
所
狭
山

　
池
新
開
諸
事
定
帳
」
の
異
本
で
あ
る
。
内
容
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
大
坂
町
奉

　
行
・
勘
定
所
と
の
交
渉
を
経
て
決
定
さ
れ
た
事
項
が
付
箋
に
記
さ
れ
て
い
る
。

⑤
享
保
一
八
年
頃
「
狭
山
池
諸
覚
書
」
（
田
中
家
文
書
、
隅
書
史
五
騙
四
四
）
。

⑥
註
④
。

⑦
寛
延
元
年
九
月
「
河
州
丹
爾
郡
狭
山
池
御
普
請
覚
」
（
田
中
家
文
害
、
『
市
史

　
五
臨
六
一
）
。

⑧
は
じ
め
に
註
⑲
山
口
論
文
。
な
お
、
元
禄
一
四
年
の
門
修
復
料
扁
設
定
後
の
段

　
階
で
は
、
半
田
村
の
百
姓
が
下
作
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
元
禄
皿
五

　
年
七
月
「
相
定
候
証
文
之
事
」
（
田
中
家
文
書
、
『
市
谷
五
輪
二
〇
一
）
。

⑨
第
一
章
註
⑳
。
本
史
料
が
水
下
村
々
に
出
さ
れ
た
時
期
は
存
寄
帳
・
諸
蛮
定
帳

　
と
同
月
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
は
、
存
寄
帳
・
諸
口
定
帳
の
正
式
な
提
出
以
前

　
に
、
勘
定
所
周
辺
と
の
間
で
内
証
で
の
合
意
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が

　
考
え
ら
れ
る
。

⑩
享
保
七
年
＝
月
「
請
取
申
銀
子
凝
望
」
（
田
中
家
文
書
、
『
市
史
劇
臨
五
〇
）
。

⑪
は
じ
め
に
註
⑦
水
本
論
文
A
。

⑫
卯
（
享
保
八
年
）
六
月
二
日
「
［
河
州
狭
山
池
水
掛
り
口
川
筋
土
砂
改
之
義
二

　
付
鈴
木
飛
騨
守
殿
井
岡
部
内
膳
正
殿
家
来
江
往
答
之
拍
］
」
（
田
中
家
文
書
、
七
九

　
－
七
九
）
。
同
史
料
の
全
文
お
よ
び
交
渉
過
程
の
詳
細
は
、
は
じ
め
に
註
⑰
島
本

　
論
文
を
参
照
。



⑬
　
は
じ
め
に
註
⑧
岩
城
論
文
・
藤
本
論
文
。

⑭
元
文
二
年
三
月
「
河
内
国
村
々
高
鷲
」
（
由
口
博
司
氏
所
蔵
文
書
、

　
第
四
一
巻
馳
　
一
九
九
一
二
年
、
　
二
詣
パ
ー
工
九
百
ハ
）
。

⑮
第
一
章
註
⑳
。

⑯
は
じ
め
に
註
⑳
村
田
論
文
E
。

欄
奨
原
町
史

⑰
笠
谷
和
比
古
「
宝
永
五
年
の
「
團
役
普
請
」
を
め
ぐ
っ
て
1
幕
藩
制
政
治
史

　
研
究
序
説
1
」
『
編
目
史
研
究
扇
　
一
六
二
、
　
九
七
六
年
、
四
九
－
六
九
頁
。

　
同
「
国
役
普
請
論
」
噸
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
邑
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三

　
年
、
三
二
九
⊥
二
八
三
頁
（
初
出
一
九
七
六
年
）
。

⑬
は
じ
め
に
註
⑧
横
田
論
文
。

お
　
わ
　
り
　
に

享保期の上方における幕府広域支配と大名預所（島本）

　
本
稿
で
は
、
所
領
錯
綜
地
域
・
上
方
の
幕
府
と
大
名
に
よ
る
統
合
的
支
配
に
お
け
る
大
名
預
所
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
べ
く
、
享
保
期
に
設

定
さ
れ
た
狭
山
藩
に
よ
る
狭
山
池
預
所
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
害
・
土
砂
堆
積
の
激
化
、
幕
府
の
治
水
制
度
再
編
や
所
領
変
化
に
よ
る

地
域
の
水
利
・
水
防
秩
序
の
動
揺
を
背
景
に
、
狭
山
藩
が
自
領
層
々
と
藩
自
身
の
存
立
を
求
め
て
狭
山
新
宿
の
支
配
を
要
求
し
た
こ
と
、
大
坂

町
奉
行
所
は
池
の
保
全
と
周
辺
の
治
安
維
持
を
重
視
し
て
こ
れ
を
支
持
し
、
幕
府
中
央
側
は
地
方
支
配
再
編
と
治
水
強
化
を
目
指
し
て
、
支
配

替
の
必
要
性
と
狭
山
藩
の
能
力
を
踏
ま
え
て
、
同
藩
に
狭
山
新
宿
・
狭
山
池
・
池
内
新
開
の
預
所
支
配
を
認
め
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
狭

山
藩
の
利
害
に
基
づ
く
大
名
預
所
と
し
て
の
政
策
を
一
部
組
み
込
ん
だ
幕
府
広
域
支
配
に
よ
る
治
水
は
、
同
時
期
の
河
川
支
配
管
轄
域
の
分

割
・
専
管
化
傾
向
に
基
づ
き
、
小
規
模
外
様
小
藩
を
組
み
込
ん
で
支
配
・
管
理
の
強
化
と
政
務
負
担
軽
減
の
両
立
を
目
指
し
た
も
の
と
推
定
で

き
る
。

　
本
稿
で
検
討
し
た
幕
府
広
域
支
配
と
大
名
預
所
と
の
関
係
は
、
今
圓
の
よ
う
な
治
水
の
事
例
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
は
じ

め
に
」
で
挙
げ
た
高
槻
藩
預
所
に
お
け
る
同
藩
の
広
域
的
な
警
察
権
の
事
例
も
同
様
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
今
後
、
狭
山
藩
以
外
の
上
方
や
他

地
域
の
大
名
預
所
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
広
域
支
配
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

広
域
支
配
と
大
名
の
支
配
区
域
の
利
害
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
享
保
二
年
（
一
七
二
六
）
に
摂
津
国
有
馬
・
川
辺
・
武
庫
郡
を
対
象
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

尼
崎
藩
主
を
担
当
大
名
と
す
る
土
砂
留
管
理
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
右
三
郡
の
土
砂
留
は
武
庫
川
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
武
庫
川
は
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②

大
坂
の
治
水
と
は
直
接
関
連
せ
ず
、
む
し
ろ
尼
崎
聖
霊
を
含
む
流
域
の
治
水
と
の
関
係
で
設
定
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
事
例

に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
考
究
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
狭
山
池
大
名
預
所
成
立
期
の
分
析
を
重
視
し
た
た
め
、
治
水
政
策
確
立
後
の
動
向
、
そ
し
て
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
の

預
所
支
配
廃
止
に
至
る
過
程
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
狭
山
池
預
所
廃
止
の
理
由
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
に
さ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
し
、
廃
止
前
年
の
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
、
狭
山
藩
は
幕
府
勘
定
所
に
狭
山
池
下
の
湊
漂
計
画
を
提
出
し
て
お
り
、
そ
の
普
請
計

画
・
費
用
が
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
凌
櫟
計
画
と
同
時
に
、
狭
山
池
灌
概
計
と
そ
の
近
隣
の
幕
領
を
新
た
に
預
所
と
し
て
追
加
し
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

水
利
用
上
の
紛
争
を
抑
止
し
た
い
と
の
要
求
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
廃
止
の
背
景
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
分
析
を
踏
ま

え
れ
ば
、
幕
府
の
治
水
構
想
に
お
け
る
狭
山
池
の
位
置
づ
け
か
ら
み
た
愚
心
普
請
の
必
要
性
、
そ
し
て
、
用
水
秩
序
を
調
停
す
る
権
力
と
し
て

の
立
場
と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
幕
府
広
域
支
配
と
狭
山
藩
の
大
名
預
所
支
配
と
の
利
害
が
一
致
し
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
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Athenian　society．　Considering　all　these　aspects，　it　seems

dismiss　the　traditionai　view　of　bankers　as　“outsiders”．

necessary　to

The　5の伽¢σDomain’s　Administration　of　the　Sのia〃iaike　Reservoir

　　under　the　Rule　of　the　Tokugawa　ShoguRate　in　the　Kamigata

　　　　　Region　circa　the　BegiRning　of　the　Eighteenth　Century

by

SHIMAMOTO　Kazuyuki

　　This　article　addresses　the　question　of　how　the　Sayama　domain，　under　the

rule　of　the　Tokugawa　shogunate　in　the　Kamigata　region，　came　to　administer

the　Sayamaike　reservoir　at　the　beginning　of　the　eighteenth　century，　despite

it　being　customary　at　that　time　to　place　responsibility　for　managing　rivers，

lakes　aRd　reservoirs　with　administrators　of　the　shogunate．　This　paper　will

also　illuminate　the　structure　of　government，　and　the　methods　of　flood　control

employed　by　the　shogunate　aRd　domainal　lords　of　the　period．

　　From　the　middle　of　the　seventeenth　to　the　early　eighteenth　century，　the

shogunate　established　a　system　for　maintaining　dikes　on　the　banks　of　large

rivers，　such　as　the　Yodo　and　Yamato．　Under　this　system，　the　responsibility

for　funding　mainteRanee　and　mobilizing　workers　in　the　Kamigata　region　fell

to　the　shogunate，　not　the　local　domains．　This　did　not，　however，　apply　to

srnaller　and　mediurri－sized　rivers，　lakes　aRd　reservoirs，　such　as　Sayamaike．

The　hiyakunin，　those　in　charge　of　managiRg　this　reservoir　and　controlling　its

sluice　gates，　were　Rot　under　the　jurisdiction　of　the　Sayama　domain　or　the

shogunate，　but　were　instead　subjects　of　the　Kawagoe　domaln．　As　a　result，

they　would　not　comply　with　orders　from　the　Sayama　domain，　even　if　these

orders　were　issued　in　the　event　of　a　flood　as　part　of　an　attempt　to　defend

the　reservolr．　When　a　flood　did　occur　in　1716，　this　resulted　in　the　hiyaleunin

failing　to　prevent　a　dike　of　the　Sayamaike　reservoir　from　bursting．　To

compound　matters，　since　administrators　of　the　shogunate　were　not

responsible　for　maintaining　Sayamaike　under　the　system　in　place　at　the

time，　they　did　not　fully　cover　the　cost　of　repairs　to　the　reservoir．

　　In　1718，　after　the　aforementioned　flood，　Hanamura　Zensuke，　a　retainer　of

the　Sayama　domain，　applied　to　the　Osaka　Machibugyo－sho，　a　department　of
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river　management　in　Kawachi　province，　to　obtain　jurisdiction　over　the

hiyaleztnin　in　order　to　resolve　the　problem　of　flood　control　at　Sayamaike．　The

official　in　charge　of　the　department　supported　the　request，　arguing　that

granting　the　Sayama　domain　control　over　the　hiyakunin　would　enhance　the

efficacy　of　the　department’s　flood　control，　thus　increasing　the　safety　of　areas

surrounding　Sayamaike．　ln　the　twelfth　month　of　that　same　year，　the　head　of

the　department　of　the　Osaka　Machibugyo　ordered　that　in　the　event　of　a

flood，　the　ntyafettnin　were　obliged　to　obey　commaRds　issued　by　the　Sayama

domain，　although　the　official　did　not　go　so　far　as　to　place　the　hi），aleunin

under　permanent　jurisdictioR　of　tlie　Sayama　domain．

　　In　the　following　year，　the　Sayama　domain　petitioned　the　central　authority

of　the　shogunate　in　Edo　for　complete　jurisdiction　over　the　hiyakunin．　They

argued　that　personnel　from　the　Sayama　domain　could　be　dispatched　to

Sayamaike　more　quickly，　aRd　so　defend　it　from　floods　more　effectively　than

those　of　the　Kawagoe　domain　or　the　Osaka　Machibugyo－sho，　due　to　the

relative　proximity　of　their　lord’s　residence　to　the　reservoir．　Another

motivation　for　their　petition　for　jurisdiction　over　Sayamaike　was　the

domaln’s　desire　to　adequately　irrigate　villages　within　its　owR　territory，　as

well　as　those　subject　to　other　lords　aRd　to　the　shogunate．　The　ltiyaleunin　and

the　vil｝ages　in　the　area　irrigated　by　Sayamaike　that　did　not　already　fall

under　the　jurisdiction　of　the　Sayama　domain　were　opposed　to　the　request，　as

they　stood　to　｝ose　a　fair　share　of　control　over　their　self－governance，　as　well

as　management　of　the　reservoir　and　its　water．　ln　1721，　after　surveying

ntyaieztnin　and　the　officials　of　these　villages，　the　central　shogunate　authority

granted　the　Sayama　domain　jurisdiction　over　the　entire　reservoir，　hlyahztizin

and　farmlands　in　the　surrounding　area，　in　place　of　the　shogunate，　with　the

stipulation　that　this　did　not　constitute　a　transfer　of　territory　from　the

shogunate　to　the　domain．

　　Exercising　its　newly　acquired　power，　the　Sayama　domain　established　a

new　system　of　flood　control　at　Sayamaike．　lt　redefiRed　the　duties　of　the

hiyakztnin　to　obey　the　domain’s　orders，　and　institute　a　rule　regarding　the

cost　of　repairs　to　the　reservoir；　it　allocated　taxes　from　the　surrouRding

farmlaRds　to　the　shogunate　for　the　costs　incurred．　ln　1723，　the　Sayama

domain　petitioned　the　central　au£hority　of　the　shogunate　and　the　Osaka

Machibugyo－sho　for　the　right　to　patrol　areas　upstream　from　Sayamaike　in

order　to　prevent　soil　erosion　into　streams，　despite　the　fact　that　the

shogunate　had　put　the　1〈ishiwada　domain　in　charge　of　inspec£ing　and

managing　erosion　in　those　areas　thirty－four　years　earlier．　The　shogunate
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eventually　granted　the　Sayama　domain　oversight，　under　the　3urisdiction　of

the　Osaka　Machibuyo－sho．

　　The　Sayama　domain　sought　to　control　Sayamaike　in　order　to　serve　its　own

interests，　and　to　prevent　disasters　within　its　territory　and　in　the　vicinity　of

the　lord’s　residence．　For　its　part，　the　shogunate　sought　to　involve　the

Sayama　domain　in　the　reseructuring　and　management　of　rivers　in　the

Kamigata　region　at　that　time，　by　granting　it　jurisdiction　over　the　reservoir．

In　doing　so，　the　shogunate　also　intended　to　help　the　domain　with　its　efforts

to　avoid　flood　disasters　within　its　own　territory．

The　Development　of　Water－Rights　Projects　and　Traditional　Water

　　　　Rights　in　the　Modern　Japanese　City：　A　Consideration　of

the　Hydrattlic　Usage　of　the　ltoh　Waterwheel　on　the　Kamogawa

　　　　　　　　　　　　　　　Canal　Section　of　the　Biwal〈o　Canal

by

SHIRAI〈1　Masatoshi

　　In　scholarly　writing　on　water　rights　（suirab　during　the　modern　era　in

Japan，　the　most　studies　have　chiefly　dealt　with　water　rights　for　irrigation　in

farming　area，　and　those　deaiing　with　city　have　been　rare．　The　Biwako　Canal

project　dealt　wlth　in　this　article　was　a　pubric　water－rights　project　managed

as　a　municipal　enterprise　by　Kyoto　city　from　its　beginning　in　1892：　it　was

precisely　a　water－rights　project　managed　by　a　city　administration．　This

enterprise　was　a　multipurpose　water－rights　project　in　which　water　was　to　be

used　for　various　ends－waterpower，　the　generation　of　electricity，　water

transport－and　not　only　for　irrigation．　lt　was　social　infrastructure　that

propelled　the　modernization　of　the　city　of　Kyoto．　Although　previous　studies

of　the　history　of　the　modern　city　in　Japan　have　seen　the　formation　of　the

“relationship　between　the　bdirger　and　Offentliclzlteit”　（bourgeois　or　the

citizens　of　the　city　and　public　space）　in　cities　as　advocated　by　German

sociologist　JUrgen　Habermas　as　an　indispensable　object　for　verification，　they

have　proceeded　without　inquiring　fully　into　his　concept　of　“the　relationship

between　the　bourgeois　aBd　public　space．”
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